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令和 6 年 2 月 14 日 初版 

令和 6 年 3 月 11 日 修正 

令和 6 年 11 月 22 日 修正 

宛先 

消 費 者 庁 

食 品 衛 生 基 準 審 査 課 御 中 

大阪府大阪市中央区城見２丁目２番 53 号 

大 阪 東 京 海 上 日 動 ビ ル 1 2 F 

三 慶 株 式 会 社 

合 田 学 剛 

【府食 111】亜塩素酸水の食品健康影響評価に必要な補足資料の質問１に関する回答書 

亜塩素酸水の食品健康影響評価に必要な補足資料の質問１に関し、以下の通り回答申し

上げます。 

記 

●質問１
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『第 190 回専門調査会』の中で、引用文献 52（対象食品群中の臭素酸の残留性確認試

験）について、『臭素酸含量(μg/kg)＝C×V/W に、C＝1.0μg/L、V＝100mL、W＝50g

をあてはめると臭素酸の検出限界値は 2.0μg/kgとはなりますが、洗い出し法の残液

（100mL）中において、検量線溶液と同等に臭素酸を検出することが可能かどうか確認し

ないと、食品群中の臭素酸の検出限界値は、2.0μg/kgであるとは言えないのではないか

と思います。添加回収実験が必要かと思います。洗い出し法の残液（100mL）に臭素酸濃

度から求められる臭素酸濃度は添加した臭素酸の濃度とほぼ一致するかどうかという点の

確認が必要ではないか』1)というご指摘を頂きました。 

 

そこで、食品中の臭素酸分析法を定めている『食基発第 0304001 号「食品中の臭素酸カ

リウム分析方法について」』2)を参照し、［注］11）に、「本法の検出限界は 0.5μg/kgで

ある。」と記載されていることを確認しましたので、対象食品群である野菜類(きのこ類を

含む）、果実類、魚介類、肉類、藻類、豆類、穀類(米・加工品）等の食品中の臭素酸の検

出限界値も同様に 0.5ppb と予想し、対象食品毎にこの検出限界値である 0.5ppb が妥当で

あるのかどうかを確認するべく、臭素酸の残留性確認試験を『食基発第 0304001 号「食品

中の臭素酸カリウム分析方法について」』2)の分析条件に準じ、「対象食品群中の臭素酸イ

オン（BrO3
-）の添加回収試験③」3)を実施いたしました。 

 

まず、臭素酸イオン濃度の検量線は、厚生労働省令第百一号「水質基準に関する省令」

の表の上覧二十五 4)に記載されている、水道水中の臭素酸が『0.01 ㎎/L 以下であること』

を基準に、臭素酸イオン濃度が、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 ng/mL(ppb)になるように調整し

た検量線用標準液を用いて臭素酸イオン濃度の検量線を作成することにしました。 

次に、検体の作製前の前処理方法では、イオン交換水で浸漬処理された各対象食品を、流

水でオーバーフローさせながら水洗し、使用した洗浄水の残留塩素濃度(ヨウ素還元滴定法)

が1ppm 以下になるまでに相当する時間、流水で洗浄する。水切りされた各対象食品を、『食

基発第0304001号「食品中の臭素酸カリウム分析方法について」』2)に基づいて粉砕した後、

濃度が既知の臭素酸カリウム溶液を添加して30分間静置し、水を加えてマグネティックス

ターラーで30分間攪拌して抽出操作を行い、遠心分離した上清をろ過し、「試料液」としま



3 

 

した。尚、粉砕した対象食品に臭素酸カリウム溶液に代えて水のみを添加して調整した試料

液を「ブランク」としました。 

 

以上の手順で調製した試料液の臭素酸イオン濃度を『食基発第0304001号「食品中の臭素

酸カリウム分析方法について」』2)により測定し、その実測値から添加した臭素酸イオンの

各濃度における添加回収率及び相対標準偏差(RSD)を計算し、食品毎の臭素酸イオンの検出

限界値には、国際ガイドライン（Codexガイドライン）と整合している農林水産省(令和元

年 10月) 「分析法の妥当性確認に関するガイドライン」5)に示されているガイドライン値に

該当する最低濃度を臭素酸イオンの検出限界値に設定して、各食品における臭素酸の残留

性を評価しました。 

 

<検出限界値の妥当性の確認＞ 

各食品における臭素酸の検出限界値の妥当性は、下表に示します農林水産省（令和元年

10月)「分析法の妥当性確認に関するガイドライン」において、特定の濃度レベルに対

して適用できる分析法が満たすべき性能規準としての回収率(%)と室間再現相対標準偏

差（RSDR％）が示されており、測定する臭素酸の濃度レベル 10-9(ppb)における回収率

(%)と室間再現相対標準偏差（RSDR％）のガイドライン値を検出限界値の妥当性の参考

として、各食品における臭素酸イオンの実測値で、回収率：40～120%、RSD（相対標

準偏差）：＜44%に該当する最低濃度を各食品における臭素酸イオンの検出限界値とし

ました。 
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『対象食品群中の臭素酸イオン(BrO3
-)の残留性確認試験②』6)で報告した通り、ブラウン

マッシュルーム（岡山県産）を亜塩素酸水の原液で浸漬殺菌処理を施し、流水洗浄した検

体を粉砕し、水で抽出・遠心分離した上清をろ過して調製した試料液を『食基発第

0304001 号「食品中の臭素酸カリウム分析方法について」』2)に準じて分析し、試料液中

の臭素酸イオン濃度を測定（n=3）した結果、きのこに残留した臭素酸イオンの濃度は検

出限界値未満（<0.5 ng/g）であったことから、きのこにおける臭素酸イオンの残留性は認

められませんでした。 

 

 

 

『対象食品群中の臭素酸イオン(BrO3
-)の残留性確認試験②』6)で報告した通り、豆類には

大豆（北海道産）を、穀類にはうるち米（精米）（秋田県産）を用いて、それぞれを亜塩素

酸水の原液で浸漬殺菌処理を施し、流水洗浄した大豆及びうるち米（精米）を加熱又は炊飯

した煮豆及び米飯を検体とし、これを粉砕し、水で抽出・遠心分離した上清をろ過して調製

した試料液を『食基発第 0304001 号「食品中の臭素酸カリウム分析方法について」』2)に準

じて分析し、試料液中の臭素酸イオン濃度を測定（n=3）した結果、豆類：大豆（煮豆）中

に残留した臭素酸イオンの濃度は検出限界値未満（<2.0 ng/g）であり、米類：精白米（米

飯）中に残留した臭素酸イオンの濃度は検出限界値未満（<1.0 ng/g）であったことから、

豆類：大豆（煮豆）及び米類：精白米（米飯）における臭素酸イオンの残留性は認められま

せんでした。 
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提出資料 52「本試験」で使用した亜塩素酸水の原液及び 1,600ppm 希釈液中の臭素酸濃

度は測定しておりません。そこで、今回実施しました『対象食品群中の臭素酸イオン

(BrO3
-)の残留性確認試験②』6)で使用した亜塩素酸水原液（Lot No. IHH2306090）の臭素

酸濃度の実測値は であり、1,600ppm に希釈した希釈液の臭素酸濃度に換算しま

すと、 （推定値）になります。亜塩素酸水原液（Lot No. IHH2306090）の試験成

績書 7)を資料 7 として提出させていただきます。 

 

 

 

提出資料 52「本試験」で使用した亜塩素酸水の原液及び 1,600ppm に希釈した液の臭素

酸は測定されていないため、臭素酸の推定最大濃度は推定されておりません。しかしなが

ら、『薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会の開催について』の平成 23 年 11

月 2日の資料 6－4 8)において、400ppmの亜塩素酸水希釈液中に含まれる臭素酸推定最大

濃度は、 5.10ng/gとなることから、日本薬局方「塩化ナトリウム」で製造した亜塩素酸

水原液の臭素酸推定最大濃度は、原液にかけ戻した時の計算値である 510ng/g(推定値)で

あると報告されています。このことから、『薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物

部会の開催について』の平成 23年 11月 2 日の資料 6－4 8)の臭素酸推定最大濃度 510ppb

を下回る事はないことが分かったため、考察しませんでした。 

  



6 

 

 

 

「亜塩素酸水」を用いて食品を殺菌した時に、「亜塩素酸水」に由来する臭素酸は、食品

の内部まで浸透する可能性は想定されますが、『対象食品群中の臭素酸イオン(BrO3
-)の残留

性確認試験②』6)でお示ししました通り、亜塩素酸水の原液で対象食品群を殺菌処理したと

しても、その後、食品添加物公定書第 10 版 に記載されている F.使用基準 9)の亜塩素酸水

の項目『使用した亜塩素酸水は、最終食品完成前に分解し、又は除去しなければならない』

を遵守して 対象食品の水洗処理を施せば、対象食品の内部に臭素酸イオンが残留すると

いう懸念は払拭されたという結果が得られていると考えています。よって、洗い出し法で実

施した引用文献 52 は取り下げさせていただきます。 

 

 

 

 

『対象食品群中の臭素酸イオン(BrO3
-)の残留性確認試験②』6)では、『食基発第 0304001

号「食品中の臭素酸カリウム分析方法について」』2)の条件に準じて、亜塩素酸水の原液で

処理した後、必要な水洗処理を施した対象食品を粉砕し、水を加え、マグネティックスター

ラーで 30 分間攪拌して抽出操作を行いましたので、対象食品内部に臭素酸が残留していた

としても、この試料液の調製方法で十分抽出できていると考えています。よって、洗い出し

法で実施した引用文献 52は取り下げさせていただきます。 
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亜塩素酸水の使用基準に記載されています「使用した亜塩素酸水は、最終食品完成前に分

解し、または除去しなければならない。」を遵守するための殺菌処理工程後の処理方法は、

食品を製造する事業所様における亜塩素酸水の使用状況、すなわち、被殺菌食品の種類や殺

菌条件（亜塩素酸水の使用濃度、浸漬時間）等に応じて、様々な方法が考えられますが、通

常行われる水洗処理の条件を検討しました結果、洗浄水の残留塩素濃度がヨウ素還元滴定

法で 1 ppm 以下になるまで被殺菌食品を洗浄すれば、亜塩素酸水が除去され、使用基準を

遵守できることが確認できましたので、残留亜塩素酸水の除去効果を確認する指標として

洗浄水の残留塩素濃度の測定を使用することにしました。 

そこで、本試験（引用文献 52）での水洗処理の条件としては、洗浄水をオーバーフロー

させながら、亜塩素酸水で処理された各対象食品群の洗浄水の塩素濃度を 1 ppm 以下にす

るために必要な流水量と洗浄時間を検討し、「流水量約 12L/min.で 30 分間洗浄」であれば

使用基準を遵守できることが確認できましたので、この方法を採用していました。 

しかしながら、今回、使用基準である「使用量等の最大限度」を撤廃するにあたっては、 

亜塩素酸水の原液で対象食品を殺菌処理した場合の、亜塩素酸水の残留性を食品ごとに確

認する必要があり、殺菌処理後の洗浄条件を再検討いたしました。その結果、「対象食品群

中の臭素酸イオン（BrO3
-）の残留性確認試験②」6)においては同様の水洗条件で試験を実施

致しました。 

以上のことから、亜塩素酸水による殺菌処理を行い、水洗処理を施すことで亜塩素酸水の

使用基準であります「使用した亜塩素酸水は、最終食品完成前に分解し、または除去しなけ

ればならない。」を遵守するためには、洗浄水の残留塩素濃度を 1ppm 以下にすることが重

要であり、具体的な水洗条件は、食品を製造する事業所様における亜塩素酸水の使用状況に

応じて設定する必要があると考えます。 
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ご指摘の通り、検量線用標準液の臭素酸イオンの検出限界値と供試対象食品群中臭素酸

イオンの検出限界値は同じものではなく、しかも、『試料液中と検量線用標準液中から算出

される臭素酸の検出限界値が同じ』である必要はありません。よって、2.0μg/ kg（2.0ppb）

という検出限界値は取り下げさせていただきます。ご指摘いただき誠にありがとうござい

ました。 

その上で、新たな引用文献として、『対象食品群中の臭素酸イオン(BrO3
-)の添加回収試験

③』3)と、『対象食品群中の臭素酸イオン(BrO3
-)の残留性確認試験②』6)を提出させていただ

き、引用文献 52『対照食品群中の臭素酸の残留性確認試験』は取り下げさせて頂きます。

ご指摘いただきありがとうございました。 

 

 

 

『対象食品群中の臭素酸イオン(BrO3
-)の添加回収試験③』3)から、農林水産省 分析法の

妥当性確認に関するガイドライン(令和含年 10 月) 5)の『表１化学物質の定量分析法が満た

すべき性能規準とガイドライン値』を参考にした、回収率は 40～120％、相対標準偏差(RSD)

は<44％を、検出限界値の妥当性の評価に採用し、各食品中における臭素酸の検出限界値を

確認しました。 
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その結果、食基第 0304001 号の『食品中の臭素酸カリウム分析法について』2)の［注 11］

に記載されているパンの中の臭素酸イオンの検出限界値である 0.5μg/kg と同等の検出限

界値であった対象食品群は、A-2.野菜類：きのこ、Ｃ：魚介類：真アジであり、A-1.野菜類：

キャベツ、Ｂ．果実類：ブドウ、Ｄ．肉類：鶏肉、Ｅ．藻類：もずく、Ｇ．米類：精白米は

1.0μg/ kg、Ｆ．豆類：大豆は 2.0μg/ kgであるということが分かりました。 
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<引用文献> 

1) 
第 190 回添加物専門委員(令和 5 年 2 月 10 日) 参考資料１:添加物評価書「亜塩素
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9) 食品添加物公定書第 10 版 F.使用基準 
  

 

以上 



 

令和 6 年 3 月 28 日 初版 

令和 6 年 11 月 22 日 改訂 

 

 

宛先 
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食 品 衛 生 基 準 審 査 課 御 中 
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合 田 学 剛 

 

【府食 111】亜塩素酸水の食品健康影響評価に必要な補足資料の質問２に関する回答書 

 

 

亜塩素酸水の食品健康影響評価に必要な補足資料の質問２に関し、以下の通り回答申し

上げます。 

 

記 

 

●質問２ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

浸漬液又は噴霧液の含量 亜塩素酸(HClO2＝68.46)として の濃度を 400ppm（「浸漬液又

は噴霧液 1kg につき 0.40g 以下でなければならない。」）1）に維持し、対象物１に対して、浸

漬液又は噴霧液を、5 倍，10 倍，20 倍等へとその固液比を引き上げ、又、浸漬又は噴霧時

間を 30分、60 分、90 分、120 分、180 分…へと引き延ばすことで、期待通りの殺菌効果が

得られています。 

 

 

 

 

浸漬液又は噴霧液の含量 亜塩素酸(HClO2＝68.46)として の濃度を 400ppm（「浸漬液又

は噴霧液 1kg につき 0.40g 以下でなければならない。」）1）に維持し、対象物１に対して、浸

漬液又は噴霧液を、5 倍，10 倍，20 倍等へとその固液比を引き上げ、又、浸漬又は噴霧時

間を 30分、60 分、90 分、120 分、180 分…へと引き延ばすことで、期待通りの殺菌効果が

得られています。 

しかし、その結果として、亜塩素酸水の使用量は膨大な量となり（このことは、排出量の

問題にもつながります。) 、又、多大な作業時間（労働時間：このことは、労務問題にもつ

ながります）と費用の負担にもつながっているため、亜塩素酸水を使用し、食品を製造する

事業所様のご要望により、『対象食品群の有効性確認試験』（引用文献 31、32、34、36、37、

38、39、41）と『 “遊離塩素濃度 (Cl＝35.45 として)” と“含量 亜塩素酸(HClO2＝68.46)

として”の経時変化確認試験並びに殺菌効果持続確認試験』（引用文献 33、35、40、42、43）

を実施してみましたところ、使用濃度をより高い濃度に引き上げて、殺菌処理を施せば、固

液比も少なく、又、短時間の浸漬処理であっても、期待通りの殺菌効果が得られることが分

かりました。よって、亜塩素酸水を使用し、食品を製造する事業所様の多岐にわたる問題の

ことを考えて、「亜塩素酸水」使用量の上限の撤廃を要請することにしました。 

 

<引用文献> 

1) 食品添加物公定書(第 10版) F.使用基準 

 

以上 
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【府食 111】亜塩素酸水の食品健康影響評価に必要な補足資料の質問 3 に関する回答書 

亜塩素酸水の食品健康影響評価に必要な補足資料の質問３に関し、以下の通り回答申し
上げます。 

記 
●質問３
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初めに、第 10 版食品添加物公定書「亜塩素酸水」の項は、以下の通りの内容で定義付け
されております。 

 
 

A 式： NaCl＋３H2O＋6e-→NaClO3＋３H2↑ 
B 式： ２NaClO3＋H2SO4→２HClO3＋Na2SO4↓ 
C 式： ２HClO3＋H2O2→２ClO2＋２H2O＋O2↑ 
D 式： ２ClO2＋H2O2→２HClO2＋O2↑ 
 

 【関連特許】 国際公開番号:ＷＯ2008/026607 A11） 
 国際公開番号:WO2015/0930622） 
 国際公開番号:WO2017/170904 Ａ13） 

 
1. 飽和食塩水に塩酸を加え、酸性条件下にし、公知の無隔膜方式で電気分解をする。(A 式) 
2. 1.で得た塩素酸塩水溶液に硫酸を反応させることで塩素酸(HClO3)を得る。(B 式) 
3. 2.で得た塩素酸に等 mol の過酸化水素水を加え、塩素酸の 1/2mol の過酸化水素を消費することで

二酸化塩素(ClO2)を得る。(C 式) 
4. 3.で得た二酸化塩素は引き続き、残りの 1/2mol の過酸化水素を消費することで亜塩素酸(HClO2)

を得る。(Ｄ式) 
 
上記の化学式から、定義により定められた製造方法に基づいて得られる亜塩素酸水には、

製造工程由来の塩素酸イオンが残存すると思われます。しかしながら、提出資料 45 ないし
51 に使用した亜塩素酸水に含まれる塩素酸イオンの濃度は確認できていませんでした。又、
提出資料 45 ないし 51 は 2018 年に実施した試験であり、当時の検体は残っておらず、この
時の亜塩素酸水に含まれていた塩素酸イオン濃度を確認する方法はありません。 

そこで、現在、流通している亜塩素酸水を 3Lot（いずれも含量 )の原液(Lot 
No.AS240329、Lot No.HY240328、Lot No.MK240228)に含まれる塩素酸イオンの濃度を測
定した結果、各ロットに含まれる塩素酸イオンの濃度は、下記の表に示す通りの結果となり
ました。 
 
亜塩素酸水原液中に含まれる塩素酸イオンの濃度       ［平均値±3σ］(ppm) 

 No.AS240329 Lot No.HY240328 Lot No.MK240228 
塩素酸イオン濃度    
 
現在、食品添加物として流通している亜塩素酸水製品、並びに、提出資料 45 ないし 51 の

引用文献で使用された亜塩素酸水にも製造工程由来の塩素酸イオンが同程度含まれていた
ものと考えております。 
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その上で、亜塩素酸水に含有される塩素酸イオンに関しましては、『食案発 1222 号第 9
号 食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性確認ガイドラインについて(平成 26 年 12
月 22 日)』4）に記載されている通り、臭素酸イオンと同様に有害物質に該当し、食品、添
加物等の規格基準等により定められている限度濃度以下であることを確認する必要があり
ます。 

 
限度試験に用いられる分析法の性能評価と妥当性確認の方法に関しましては、『添加試

料の調整のための各有害物質等の添加濃度は、原則として、対象食品中の対象有害物質等
の限度濃度とする』と定められており、また、限度試験に用いられる試験法の性能の目標
値（表 1-1、表２）も定められていますが、これは清涼飲料水における目標値でありま
す。 

 
そこで、塩素酸イオンについては、令和 6 年 3 月 8 日に厚生労働省より発出された健生

食基発 0308 第１号、健生食監発 0308 第 1 号別添１『食品中の食品添加物分析法の妥当性
確認ガイドライン』5）を基に、塩素酸イオンが表１−１『本ガイドラインの対象となる試験
項目（添加物）、対象食品及び妥当性確認時の試験物質の添加濃度』の『３．基準値が規定
されていない場合や、使用基準が「除去しなければならない」、「中和し、又は除去しなけれ
ばならない」、「分解し、又は除去しなければならない」と定められている場合』に該当する
分析対象添加物であることから、塩素酸イオンの添加回収試験を実施致しました。添加回収
試験を実施するにあたり、塩素酸イオンの添加濃度は定量限界とし、分析法の評価は定量限
界値における真度及び精度(RSD)が、ガイドラインの表２「表１−１及び表１−２に該当す
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る試験項目（添加物）の定量分析における食品へ添加する試験物質濃度での真度及び精度の
目標値」に示された目標値を満たしている場合、分析法は妥当であると評価しました。 

尚、今回、引用文献 45 及び 51 で塩素酸イオンの分析に用いた分析法が、EPA の公定
法 Method 300.16）に準じた方法で、エコラボ社においてバリデートされた分析法と同じで
あったとしても、分析法の妥当性は、各試験所においてその妥当性を確認しておく必要があ
るというご指導を賜りましたので、この度、改めて、塩素酸イオンに関する添加回収試験を
弊社の研究室で実施し、その結果を『対象食品群中の塩素酸イオン(ClO3-)の添加回収試験』
7）にまとめて、ご報告させていただきます。 

 
 

 
『対象食品群中の塩素酸イオン(ClO3-)の添加回収試験』7）は、対象食品群の各食品に塩

素酸イオンの添加終濃度が、0.05μg/g、0.15μg/g、 0.2μg/g 及び 0.50μg/g になるよう
に、0.25μg/mL、0.75μg/mL、1.00μg/mL 及び 2.50μg/mL の濃度の塩素酸イオン標準
液を 10mL 添加した食品中の塩素酸イオン濃度を、EPA の公定法である Method 300.16）に
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よるイオンクロマトグラフィーの方法に準じて測定し、各添加終濃度における添加回収率
と相対標準偏差を算出しました。その上で、対象食品ごとに添加した既知の塩素酸イオン
の各濃度の添加回収率と精度(RSD)が、表２のレベル３ (濃度：0.01 ㎎/kg <〜≦0.1 ㎎
/kg 回収率(％)70〜120、精度(RSD)<11％)又はレベル 4 (濃度：0.1 ㎎/kg <〜≦1000 ㎎
/kg 回収率(％)70〜120、精度(RSD)<10％)の目標値を満たしている最低添加終濃度を食
品毎の定量限界値に定めました。 

その結果、定量限界値が 0.05μg/g に該当する対象食品群は、A-1.野菜類：キャベツ(
、A-2.野菜類：きのこ( 、B.果実類：

ブドウ( 、C.魚介類：真アジ( 、E.藻
類：わかめ( であり、定量限界値が 0.15μg/g に該当する対象食
品群は、D.肉類：鶏肉( 、F.豆類：大豆( )、
G.米類：精白米( )という結果が得られ、各食品群の定量限界値の
妥当性が確認されました。このことから、弊社の研究室で用いた EPA 公定法である Method 
300.16）に準じた分析法は妥当であると考えられ、同分析法を用いた引用文献 45〜518）〜14)、
並びに、追加で実施した『対象食品群中（きのこ、豆、精白米）の残留性確認試験 追試験』
15)で得られたデータは、信頼性が確保された分析結果であると考えております。 

従って、対象食品群を亜塩素酸水の原液で殺菌処理した後、適切に水洗処理行い、その洗
浄液の残留塩素濃度が 1ppm 以下になるまで流水で洗浄すれば、引用文献 45〜518）〜14)、並
びに、追加で実施した『対象食品群中（きのこ、豆、精白米）の残留性確認試験 追試験』
15)で確認されているように、塩素酸イオンを定量限界以下(<0.05μg/g または<0.15μg/g)、
これは、水質基準に関する省令（平成十五年五月三十日 厚生労働省第百一号）「二十一 塩
素酸 0.6 ㎎/L 以下」16）にまで除去することは可能であると確認でき、しかも、対象食品群
の定量限界値を基に算出された TMDI 値は、JECFA で定める塩素酸イオンの ADI 値であ
る 0.01 ㎎/kg 体重/日を下回る ㎎/kg 体重/日となり、亜塩素酸水の有効濃度(使用
量)の上限が撤廃されたとしても、塩素酸イオンの食品中への残留に関する懸念はないと考
えます。 
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<引用文献> 
1) 国際公開番号:ＷＯ2008/026607 A1 
  

2) 国際公開番号:WO2015/093062 
  

3) 国際公開番号:WO2017/170904 Ａ1 
  

4) 食案発 1222 号第 9 号 食品中の有害物質等に関する分析法の妥当性確認ガイド
ラインについて(平成 26 年 12 月 22 日) 

  
5) 健生食基発 0308 第１号、健生食監発 0308 第 1 号別添１ 食品中の食品添加物分

析法の妥当性確認ガイドライン 
  

6) EPA Method 300.1 
  

7) 対象食品群中の塩素酸イオン(ClO3-)の添加回収試験 
  

8) 引用文献 45 対象食品群の残留性確認試験（野菜類） 
  

9) 引用文献 46 対象食品群の残留性確認試験（穀類（米・加工品）） 
  

10) 引用文献 47 対象食品群の残留性確認試験（肉類） 
  

11) 引用文献 48 対象食品群の残留性確認試験（豆類） 
  

12) 引用文献 49 対象食品群の残留性確認試験（魚介類） 
  

13) 引用文献 50 対象食品群の残留性確認試験（藻類） 
  

14) 引用文献 51 対象食品群の残留性確認試験（果実類） 
  

15) 対象食品群中（きのこ、豆、精白米）の残留性確認試験 追試験 
  

16) 厚生労働省令第百一号 水質基準に関する省令二十一 
 

以上 
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【府⾷ 111】亜塩素酸⽔の⾷品健康影響評価に必要な補⾜資料の質問４に関する回答書 
 
 
亜塩素酸⽔の⾷品健康影響評価に必要な補⾜資料の質問４に関し、以下の通り回答申し

上げます。 
記 

●質問４ 
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（A）EC における塩素酸イオンの安全性情報 

1) European Commission Food, Farming, Fisheries., Food Safety, Chlorate 
資料⽇付：2015 年以降 
原⽂献 ：European Commission Food Safety 
Chlorate - European Commission (europa.eu) 
 

2015 年、EFSA は、⽔処理や⾷品加⼯で広く合法的に使⽤されている塩素消毒剤を使⽤
した結果、飲料⽔や⾷品中の塩素酸塩のレベルが⾼すぎることによる、乳幼児や⼦供の健康
への深刻な影響（ヨウ素摂取の阻害による甲状腺の機能障害）を引き起こす可能性があるこ
とを発⾒した。⼜、塩素酸塩は、EU では農薬として承認されなくなったため、規則(Ｅ
Ｃ)396/2005)において、最⼤残留レベル(MRL)である 0.01 ㎎/kg がすべての⾷品に適⽤さ
れた。⾷品に含まれる塩素酸塩のレベルはデフォルトを上回るため、⼀部の加盟国では、デ
フォルトのＭＲＬである 0.01 ㎎/kg に基づく厳格な執⾏処置取った結果、国内市場に多く
の問題が⽣じ、DG SANTE は、学際的な⾏動計画の策定に取り組み、デフォルトの MRL
に基づく執⾏処置を⼀時的に保留した。これにより、EFSA は、2017 年 5 ⽉ 23 ⽇に以下の
⾏動計画に合意し、最終決定された。 

 
1-1.飲料⽔中の塩素酸塩の最⼤レベルを設定する。 
1-2.塩素消毒剤に由来する塩素酸塩を減らすために、適切な⾷品衛⽣慣⾏を推奨する。 
1-3.乳幼児向け⾷品の MRL を 0.01 ㎎/kg に維持する。 
1-4.通常の⾷品中の塩素酸塩の MRL を、すべての加盟国で収集された発⽣データに基づく

レベルに設定する(Regulation (EC) 2020/749) 
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1-1.『飲料⽔中の塩素酸塩の最⼤レベルを設定する。』に関する調査結果 
 
DIRECTIVE(EC)2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption 
資料⽇付：2020 年 12 ⽉ 16 ⽇ 
原⽂献 ：Official Journal of the European Union 
http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj 
 

下記の本指令「⼈間の消費を⽬的とした⽔質について (EU) 2020/2184」の 第 4 条（⼀
般的な義務）（ｂ）に記載の通り、「⽔は附属書 I のパート A、B、D に規定されている最
低要件を満たしていること。」を義務としており、また、第 5 条（品質基準）においては、
「適⽤されるパラメータを付属書 I に設定すると」と記載されている。 

 
今回、調査の対象化合物であるパラメータ「塩素酸塩」について設定されたパラメトリッ

ク値は、付属書 I のパート B（化学パラメータ）に 0.25mg/L に設定されており、この値が
最低要件となっている。しかしながら、ノート欄に記載されているように、⼆酸化塩素が⽔
の消毒に使⽤される場合においてのみ、パラメータ値 0.70 mg/l が特例として適⽤される
ことになっているが、第９条（供給システムのリスク評価とリスク管理）に⽔道供給者は「適
⽤される消毒の効率が検証され、消毒を損なうことなく消毒副産物により汚染が可能な限
り低く抑えられることを保証する。」とされ、「処理化学物質の使⽤量は可能な限り低く抑え
られ、⽔中に残留するいかなる物質も第４条に定められた⼀般義務の履⾏を妨げないこと」
とし、供給システムのリスク評価とリスク管理を実⾏することが求められている。 

 
 

第 4 条（⼀般的な義務） 
1. 加盟国は、他の欧州連合法に基づく義務を損なうことなく、⼈間の消費を⽬的とし

た⽔が健全で清潔であることを確保するために必要な措置を講じるものとする。こ
の指令の最低要件の⽬的上、以下の要件がすべて満たされている場合、⼈間の消費
を⽬的とした⽔は健康で清潔でなければならない。 

(b) ⽔は附属書 I のパート A、B、D に規定されている最低要件を満たしているこ
と。 
第5条（品質基準） 
1. 加盟国は、附属書 I に定められたパラメータについて、⼈間の消費を⽬的とした⽔

に適⽤される値を設定するものとする。 
第9条（供給システムのリスク評価とリスク管理） 
3. 第2項に従って実施されたリスク評価の結果に基づいて、加盟国は以下のリスク管理

処置が講じられることを確保するものとする。 
(d) 消毒が⼈間の消費を⽬的とした⽔の調整または配給の⼀部である場合、適⽤される

消毒の項かが検証され、消毒を損なうことなく消毒副⽣成物による汚染が可能な限
り低く抑えられることを保証する。処理化学物質の使⽤量は可能な限り低く抑えら
れ、⽔中に残留するいかなる物質も第4条に定められた⼀般義務の履⾏を妨げない
こと。 
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附属書I 「⼈間の消費を⽬的とした⽔の品質を評価するために使⽤されるパラメータ値の最⼩要件」パートB 
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1-2.『塩素消毒剤に由来する塩素酸塩を減らすために、適切な⾷品衛⽣慣⾏を推奨する。』
に関する調査結果 
 
NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES,OFFICES AND 
AGENCIES Commission notice on guidance document on addressing microbiological risks 
in fresh fruits and vegetables at primary production through good hygiene 
資料⽇付：2017 年 5 ⽉ 23 ⽇ 
原⽂献 ：Official Journal of the European Union 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0523%2803%29 
 
7.3.4.3.Good practice recommendations: regarding the water used during harvest and post-
harvest (associated operations)の項において、塩素消毒剤に由来する塩素酸塩を減らすため
の推奨事項が、以下の通りにまとめられた。 
 
d.収穫された農産物を加⼯助剤として洗浄するのであれば、化学除染剤としての加⼯助剤の
使⽤は⼀般的に加盟国の国内法の対象となるため、⽣産者は、所轄官庁に相談する必要があ
る。⽔質を維持するため、洗浄タンクも同様である。塩素消毒剤を使⽤する場合は、副⽣成
物である塩素酸塩の最⼤残留レベルを超える残留物を⽣じさせないように注意すること。
以下の処置を講じることにより、⾷品の塩素酸汚染を減らすことができる。 
 
i.望ましい消毒レベルを達成できる可能な限り低い濃度での塩素消毒剤の使⽤。 
ii.洗浄⽔の⼗分なリフレッシュ率。活性塩素が蒸発する⼀⽅で、残留塩素酸塩がこの⽔の中
で濃縮される。 
iii.消毒剤を光にさらしたり、⾼温で保管したりすると、使⽤前に塩素消毒剤が塩素酸塩に
分解されてしまう。 
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1-3. 『乳幼児向け⾷品の MRL を 0.01 ㎎/kg に維持する。』に関する調査結果 
 
Opinion of the Scientific Committee for Food on: A maximum residue limit（MRL）of 0.01 
mg/kg for pesticides in foods intended for infacts and young children(expressed on the 19th 
September 1997) 
資料⽇付：1997 年 9 ⽉ 19 ⽇ 
原⽂献 : Opinion of the Scientific Committee for Food on: A maximum residue limit (MRL) 

of 0.01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children 
(expressed on the 19th September 1997) 質問 4-1) 

⾷品科学委員会は、乳幼児を対象とした⾷品中の最⼤残留基準値を 0.01 mg/kg とした場
合、ADI が 0.0005 mg/kg b.w.以下の農薬について、乳幼児が ADI を超える可能性があると
結論づけたが、0.01 mg/kg という制限値が毒性学的評価に基づいて提案されたものではない
ことを留意し、ADI が 0.0005 mg/kg b.w.を超える農薬については、乳幼児を対象とした⾷品
中に 0.01 mg/kg を超えるレベルで存在することは、必ずしも乳幼児の健康に対するリスク
を意味するものではないとしている。その過程で、乳幼児や⼩児が特定の化合物に対して⾼
い感受性を⽰す可能性があることに特別な注意を払うよう勧告し、試験戦略の改善につな
がる可能性のあるさらなる研究が必要とした上で、1997 年 9 ⽉ 19 ⽇に、乳児や幼児向け
の⾷品に含まれる農薬の最⼤残留限度 (MRL) は 0.01 mg/kg であることを表明した。 
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1-4. 『通常の⾷品中の塩素酸塩の MRL を、すべての加盟国で収集された発⽣データに基づ
くレベルに設定する(Regulation (EC) 2020/749)』に関する調査結果 
 
COMMISSION REGULATION（EU）2020/749 of 4 June 2020 amending Annex III to 
Regulation(EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards 
maximum residue levels for chlorate in or on certain products  
資料⽇付：2020 年 6 ⽉ 4 ⽇ 
原⽂献 ：Official Journal of the European Union 
Regulation - 2020/749 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
 
2020 年 6 ⽉ 4 ⽇の COMMISSION REGULATION（EU）2020/749 において、すべての
加盟国で収集された発⽣データに基づくレベルで、⾷品中の塩素酸塩の MRL を設定し、
特定の製品内または製品上の塩素酸塩の最⼤残留レベルに関する COMMISSION 
REGULATION（EU）396/2005 の附属書 III が修正された。 
 
(1) 理事会指令 91/414/ECC の附属書Ⅰに塩素酸塩が含まれていないため、塩素酸塩を含
む植物保護製品のすべての認可が取り消された。 
 
(2) 塩 素 酸 塩 に は 特 定 の 最 ⼤ 残 留 レ ベ ル (MRL) は 設 定 さ れ て お ら ず 、 規 則
(EC)No.396/2005 の附属書Ⅳに含まれていないため、デフォルトの MRL である 0.01 ㎎
/kg が規則(EC)No.396/2005 の附属書Ⅰに含まれるすべての⾷品及び飼料製品に適⽤され
た。 
 
(3) 塩素酸塩は、⾷品及び飲料⽔処理における塩素消毒剤の使⽤から⽣じる副産物として形
成される物質であり、⾷品中の塩素酸塩の残留性に影響を与える。 
 
(4) EFSA は、2014 年から 2018 年の間に、モニタリングデータを収集し、⾷品及び飲料⽔
中の残留塩素酸塩の存在を調査した結果、塩素酸塩残留物がデフォルトの MRL である 0.01
㎎/kg を頻繁に超えるレベルで存在し、供給源と製品によって、そのレベルが異なることを
⽰した。このことから、適切な慣習に基づき使⽤されたとしても、0.01 ㎎/kg に準拠したレ
ベルを達成することは不可能であることが分かった。 
 
(5)EFSA は、⾷品中の塩素酸塩の存在に関連する公衆衛⽣上のリスクに関する Scientific 
Opinion を採⽤した。この Opinion では、1 ⽇あたり 3μg/kg 体重の耐容摂取量(TDI)と 36
μg/kg 体重の急性基準⽤量(ARfD)を確⽴した。EFSA は、2014 年に収集されたデータに
基づき、塩素酸塩の急性⾷事暴露は ARfD を超えていないと結論付けた。ヨーロッパ諸国
における塩素酸塩のへの平均⾷事暴露は、軽度から中等度の要素⽋乏症の乳幼児など、⼈⼝
特定のサブグループで TDI を上回った。 
 
(6)2017 年、⾷品中への塩素酸塩レベルを下げ、消費者への暴露を減らすために、飲料⽔、
衛⽣、⾷品と飼料に対する最⼤残留レベルを設定する等、包括的かつ協調的な⾏動計画が加
盟国によって合意された。 
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(7) 2014 年から 2018 年に蓄積されたデータからは、⾷品中の塩素酸塩のレベルが全般的に
減少傾向を⽰しており、製造における慣習がすでに改善されつつあることを⽰唆している。
⾷品加⼯及び飲料⽔処理における塩素系殺菌剤から⽣じる塩素酸塩は、適正な製造基準を
伴う良好な衛⽣慣習を⾏うことを前提に ALARA 原則(合理的に達成可能な限り低い)レベ
ルに設定する必要がある。 
 
(8) ALARA 原則に基づく塩素酸塩の MRL は、衛⽣、飲料⽔の分野における技術的な発展
や、⾷品事業者による塩素酸塩のレベルを下げるための発展があり、新しい情報やデータが
利⽤可能になった段階で、遅くとも本規則の発⾏から 5 年以内に⾒直されるべきであると
している。 
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尚、修正された附属書 III は、以下の通りである。 
 
第⼀条 規則(EC)No.396/2005 の付属書 III は、この規則の附属書に従って修正される。 
第⼆条 塩素酸塩の暫定 MRL は 2025 年 6 ⽉ 8 ⽇までに⾒直されるものとする。 
第三条 この規則は、欧州連合漢⽅に掲載されてから 20 ⽇⽬に発⾏するものとする 
 

 
 
 
 
  



11 
 

規則(EC)No.396/2005 の付属書 III のパート A に、次の塩素酸塩の列が追加された。 
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Chlorate(A)： 
 残留塩素酸塩を含む製品と接触した加⼯⾷品（本規則の⽬的上、規則（EC）No 852/2004
の第 2 条(1)(n)に列挙されたプロセスを⽤いて製造された⾷品を含む）、または残留塩素酸
塩を含む成分を含む加⼯⾷品中の残留塩素酸塩の特殊な状況を考慮するために、 本規則第 
20 条(1)に従い、加⼯⾷品中または加⼯⾷品に残留する塩素酸塩の許容含有量を決定する
際には、それぞれの法的要件に従って使⽤された加⼯助剤や飲料⽔などの残留塩素酸塩の
追加的寄与を考慮すべきである。これらの追加的寄与のレベルに関する⽴証責任は、⾷品・
飼料事業者にある。 
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2) ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、塩素酸塩のフードチェーンへの侵⼊に関する最新
の意⾒書を公表 
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04890020314  
資料⽇付：2018 年 2 ⽉ 15 ⽇ 
原⽂献 ：ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) 

http://www.bfr.bund.de/cm/343/der-eintrag-von-chlorat-in-die-nahrungskette-sollte-reduziert-werden.pdf 

  
2 ⽉ 15 ⽇。ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、フードチェーンにおける塩素酸塩の混

⼊に関する最新の意⾒書を公表した(2018 年 2 ⽉ 15 ⽇付け意⾒書 No．007/2018)。 
 塩素系殺菌剤を消毒⽬的で使⽤する際に、処理された⽔が⾷品に接触することで塩素酸
塩が副次的に発⽣し、これが、フードチェーンにおける塩素酸塩の混⼊につながる可能性が
ある。 
 冷凍製品のグレージング、濃縮ジュースの希釈、ハーブ類及びサラダ類の洗浄に塩素系殺
菌剤が使⽤されるため、冷凍野菜、フルーツジュース及びサラダ/ハーブ類などで塩素酸塩
が残留する場合が多い。 

EFSA は、ヒトが塩素酸塩に頻繁にばく露すれば、ヨウ素吸収阻害に繋がる恐れがあるた
め、塩素酸塩の健康への評価を、耐容 1 ⽇摂取量（TDI）0.003mg/kg 体重と評価した。ま
た、塩素酸塩の単回摂取(急性ばく露)は、ヨウ素吸収阻への有意な影響は考えられないが、
⾼濃度の塩素酸塩を摂取すれば⾚⾎球が損傷する可能性があるという影響に基づき、塩素
酸塩の急性参照⽤量（ARfD）を体重 1kg あたり 0.036mg とした。BfR は、健康に関するこ
れらの基準値に同意し、世界保健機関(WHO)の飲料⽔中の塩素酸塩に関するガイドライン
(0.7mg/L)よりも厳しくする考えを⽀持した。消費者の健康保護の観点に⽴てば、短期的に
は 0.07mg/L であれば許容できるが、⻑期的には、飲料⽔中の塩素酸塩濃度はそれよりも低
くすべきであるとした。 
 脆弱集団(新⽣児及び乳児)においては、乳児⽤調製乳のみを与えられる場合にばく露が最
⼤となる(乳児⽤調製乳には、塩素酸塩で消毒された飲料⽔が使われる)。この場合、塩素酸
塩の摂取量は TDI を超えるが、ARfD は超えないと考えられる。現在のデータに基づけば、
塩素酸塩濃度が 0.07mg/L の飲料⽔をたまに摂取する場合において、脆弱集団においても健
康影響は考えにくい。 
 個々の結果に関して評価を⾏う際は、消費者に対する急性の有害影響の可能性を考慮す
ることを推奨し、EFSA の残留農薬摂取量算出モデル（PRIMo）及びドイツにおける消費に
関するデータ(NVS II Model)と併せて、EFSA が導き出した ARfD を⽤いることを BfR は
推奨した。 
 また、BfR は、塩素酸塩のフードチェーンへの混⼊を抑制し、消費者の負荷を軽減するた
めの努⼒が奨励されるべきであり、欧州委員会(EC)において、⾏動計画を提案し、塩素酸
塩が関連する分野(農薬、飲料⽔、ベビーフード及び⾷品衛⽣など)全体で、必要な処置をと
るための議論を⾏うとしている。尚、果実及び野菜がもたらす健康上の便益には議論の余地
はないことから、消費者に対しては、⾷⽣活を根本から変えるべきではないということを助
⾔した。 
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3)Frequently asked questions about chlorate in food., BfR FAQ of 15 February 2018. 
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04910020314 
資料⽇付：2018 年 2 ⽉ 15 ⽇ 
原⽂献 ：ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) 

http://www.bfr.bund.de/cm/349/frequently-asked-questions-about-chlorate-in-food.pdf 

 

ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は 2 ⽉ 15 ⽇、⾷品中の塩素酸塩に関する FAQ を公表
した。塩素酸塩が頻繁に検出されていることを受け、欧州⾷品安全機関(EFSA)は⾷品中の
塩素酸塩による健康影響に関して評価を⾏った。BfR は、それに沿って最新の意⾒書を公表
した。  

 
塩素酸塩は、塩素酸アニオン（ClO3-）と様々なカチオンからなる塩素酸の塩である。過

去には、塩素酸ナトリウム及び塩素酸カリウムが除草剤として利⽤されていたが、現在は、
塩素酸塩を含む植物保護製剤及び殺⽣物剤の使⽤は、欧州連合(EU)では許可されていない。
しかし、塩素酸塩は、塩素系洗浄剤⼜は消毒剤の使⽤により副産物として⽣じる場合がある。
⼊⼿可能な最新の知⾒に基づけば、塩素酸塩の侵⼊経路として、消毒を意図した塩素系製品
が使われた⽔に⾷品が接触することが考えられる。 

 
BfR は、当該テーマに関して FAQ を作成した。主要な FAQ を以下に⽰す。 
 
Q：塩素酸塩による健康影響が⾒られる摂取量は？ 
A：EFSA は、耐容⼀⽇摂取量(TDI)として 0.003mg/kg 体重/⽇を導き出した。従って、過
塩素酸塩と⽐べ、影響は 10 倍低い。また、⾼濃度単回摂取による⾚⾎球損傷の可能性を根
拠に、EFSA は急性参照⽤量(ARfD)として 0.036mg/kg 体重を導き出した。 
 
Q：⾷品中の塩素酸塩の残留基準値は？ 
A：塩素酸塩は欧州委員会(EC)規則 No．396/2005 の範疇である。残留基準値はまだ設定
されていないことから、当該規則の下、全ての⾷品に関して残留基準値が⼀律 0.01mg/kg
⾷品と定められている。しかし、多くの⾷品グループにおいて、この基準値は、塩素消毒処
理された⽔との接触後に発⽣する可能性がある塩素酸塩を⼗分に網羅できない。従って、
EC はモニタリングデータを基に、動植物由来⾷品グループに関する塩素酸塩の残留基準値
を設定する意向である。 
 MRL 設定に当たっては、消費者は塩素酸塩を⾷品経由のみでなく、特に飲⽤⽔経由で摂
取するということ、また、⾷品経由及び飲⽤⽔経由双⽅の推定総摂取量は TDI を超過して
はならないことを考慮すべきである。 
 
Q：飲⽤⽔中の塩素酸塩の許容量は？ 
A：世界保健機関(WHO)が公表した暫定的なガイドライン値は 0.7mg/L である。しかし、
現在の毒性学的評価に基づき、基準値をこれより低くし、塩素酸塩に特化した制限値をドイ
ツの飲⽤⽔規則に盛り込むことに関して議論が⾏われている。 
 
Q：塩素酸塩が頻繁に検出されるのはどの⾷品か？ 
A：塩素酸塩は、冷凍野菜、フルーツジュース、レタス・ハーブから頻繁に検出される。こ
れらの製品から塩素酸塩が検出される原因としては、冷凍野菜のグレーズ、濃縮果汁の希釈、
塩素酸塩を含む⽔によるハーブやレタスの洗浄などが考えられる。 
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Q：塩素酸塩から消費者を守るための BfR の助⾔は？ 
A：EC の提案に沿って、植物保護製剤、飲⽤⽔、ベビーフード及び⾷品衛⽣分野において
塩素酸塩による影響を受ける全ての団体・機関による協議を通し、全ての侵⼊経路を考慮し
てリスク評価が⾏われることや、飲⽤⽔衛⽣規則遵守のために必要な措置の継続実施が可
能となることを担保すべきであると提案する。 

 
Q: BfR は塩素酸塩から消費者を守るために何を推奨しているのか？ 
A: BfR は、EU 委員会の提案に従い、植物保護製品、飲料⽔、ベビーフード、⾷品衛⽣の分
野で塩素酸塩問題の影響を受けるすべての機関が、リスクアセスメントにおいてすべての
侵⼊経路が考慮されていることが保証され、飲料⽔衛⽣を遵守するために必要な措置を継
続的に実施できるよう、必要な措置を共同で検討することを勧告する。 
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4)欧州連合(EU)、殺⽣物剤中の特定の有効成分を認可しないとする欧州委員会施⾏決定
(EU) 2021/1283 を官報で公表 
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu05660220305  
資料⽇付：2021 年 8 ⽉ 3 ⽇ 
原⽂献 ：Official Journal of the European Union 3.8.2021 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1283&from=EN  
 
欧州連合(EU)は 8 ⽉ 3 ⽇、欧州議会及び理事会規則(EU) 528/2012 の規定に基づく殺⽣物
剤中の特定の有効成分を認可しないとする欧州委員会施⾏決定(EU) 2021/1283 を官報
(PDF3 ページ)で公表した。 
 欧州委員会委任規則(EU) No 1062/2014 はその附属書 II において、殺⽣物剤製品中の現
⾏の有効成分のレビュープログラムに収載された有効成分と製品タイプの組合せ(以下有効
成分/製品タイプ)のリストを定めている。 

ECHA は欧州委員会において、規則(EU) No 1062/2014 第 20 条第(a)項の規定に従って、
亜塩素酸ナトリウム(sodium chlorite)及び過硫酸ナトリウム (sodium persulfate)から⽣産
される⼆酸化塩素を、殺⽣物剤中における使⽤を認可してはならないとし、規則(EU) No 
1062/2014 第 12 条第 3 項の規定に従って、製品タイプ 2(ヒト⼜は動物に直接使⽤するこ
とを意図しない消毒剤及び殺藻剤)、製品タイプ 3(動物衛⽣)、製品タイプ 4(⾷品及び飼料
エリア)、製品タイプ５(飲⽤⽔)から適⽤を取り消した。 
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5) 欧州⾷品安全機関(EFSA)、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005 第⼗⼆条に基づ
く現⾏の最⼤残留基準値(MRL)のレビューを必要としない農薬有効成分に関する声明を公
表 
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu05760170149  
資料⽇付：2022 年 1 ⽉ 17 ⽇ 
原⽂献 ：EFSA Journal 2022;20(1):7061 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7061 
 

欧州⾷品安全機関(EFSA)は 1 ⽉ 17 ⽇、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005 第⼗
⼆条に基づく現⾏の最⼤残留基準値(MRL)のレビューを必要としない農薬有効成分に関す
る声明(2021 年 12 ⽉ 14 ⽇採択、9 ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7061)を公表した。 
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005 は、欧州レベルにおける農薬の MRL の設定
及びレビューを管理する規則を定めている。規則(EC) No396/2005 の第 12 条(1)の規定に
従って、EFSA は欧州理事会指令 91/414/EEC 附属書 I への有効成分の収載⼜は不収載⽇か
ら 12 か⽉以内に、当該有効成分の既存の MRL のレビューに関する理由を付した意⾒書を
提出しなければならない。 
 同規則の第 12 条(2)は、EFSA は 2008 年 9 ⽉ 2 ⽇以前に当該指令 91/414/EEC 附属書 I
に収載された全有効成分に対する既存の MRL のレビューに関する理由を付した意⾒書を
2009 年 9 ⽉ 1 ⽇までに提出しなければならないと規定している。当該規則第⼗⼆条第⼀項
⼜は同条第⼆項の規定に基づきレビューされる必要がある有効成分の中に、MRL のレビュ
ーが必要ないと考えられる六つの有効成分を特定した。EFSA はこれらの物質に対する
MRL のレビューが必要なくなった理由を説明する声明を作成した。MRL レビューに関連
する質問はこの声明により対応されていると考えられる。 
 対象になるのは次の 6 物質。塩素酸塩(chlorate)、塩化ジデシルジメチルアンモニウム
(didecyldimethylammonium chloride) 、 ジ メ ト エ ー ト (dimethoate) 、 エ ト プ ロ ホ ス
(ethoprophos)、メチオカルブ(methiocarb (akamercaptodimethur)) ニコチン(nicotine) 
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（B）⽶国における塩素酸イオンの安全性情報 

1) Six-Year Review 3 Technical Support Document for Chlorate 
資料⽇付：2016 年 12 ⽉ 
原⽂献 ：Six-Year Review 3 Technical Support Document for Chlorate 
     Office of Water (4607M) EPA-810-R-16-013 December 2016 
https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-12/documents/810r16013.pdf  
 
「SYR3 Technical Support Document for Disinfectants/Disinfection Byproducts Rules」
（USEPA, 2016a）において、未規制の消毒副産物(Disinfection Byproduct :DBP)、例えば、
塩素酸塩やニトロソアミンを評価している。塩素酸塩は EPA の第 3 汚染物質候補リスト
（CCL 3）に含まれ、2014 年に The Regulatory Determination 3（RD 3）program の下で
規制候補として評価された。連邦官報告⽰ Preliminary Regulatory Determination3（79 FR 
62715, USEPA, 2014a）において、「塩素酸塩とニトロソアミンは、消毒⽅法の⼀部に起因
して公共⽔道（PWS）に導⼊または⽣成される可能性のある DBP であるため、既存の DBP
規制の⾒直しの中で、これらの未規制 DBP を評価することが重要であるとし、特定の DBP 
を制御するために使⽤される化学消毒が、他の DBP の濃度に影響する可能性が存在する
ため、DBP はまとめて評価する必要がある。そのため、塩素酸塩とニトロソアミンについ
ては、現時点では規制の判断を下していない。亜塩素酸イオンに関連した成分である塩素酸
塩は、酸化状態にある塩素である。塩素酸塩と亜塩素酸塩は化学的に相互変換可能であり、
飲料⽔処理⼯程で次亜塩素酸塩溶液や⼆酸化塩素が適⽤される際に発⽣し、共存する可能
性がある。亜塩素酸塩は DBP として規制されている（USEPA, 2016a）。塩素酸塩と亜塩素
酸塩の潜在的な共通の健康影響と共起については、Six-Year Review 3 Technical Support 
Document for Disinfectants/Disinfection Byproducts Rules（USEPA, 2016a）を参照とするこ
と。 
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2) ⽶国環境保護庁(EPA)、塩素酸塩の残留基準値免除に関する最終規則を公表 
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu05060350108  
資料⽇付：2018 年 12 ⽉ 26 ⽇ 
原⽂献 ：EPA 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/12/26/2018-27908/chlorate-pesticide-exemptions-from-

tolerance 
 
⽶国環境保護庁(EPA)は 12 ⽉ 26 ⽇、塩素酸塩の残留基準値免除に関する最終規則を公表
した。概要は以下のとおり。 
 EPA は、⼆酸化塩素ガスを防かび剤、殺菌剤及び抗菌性農薬として使⽤することにより
⽣じる塩素酸塩の残留について、カンタロープ（訳注：メロンの⼀種）及びトマトにおける
残留基準値の要件を免除する旨を公表した。 
 当該規則は同⽇から有効で、異議申⽴てや聴聞会の要請は 2019 年 2 ⽉ 25 ⽇まで受け付
ける。 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-12-26/pdf/2018-27908.pdf  
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（C）その他地域における塩素酸イオンの安全性情報 

1) 台湾衛⽣福利部、「⾷品⽤洗剤衛⽣基準」の第 5 条を改正 
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04740280493 
資料⽇付：2017 年 6 ⽉ 12 ⽇ 
原⽂献 ：台湾衛⽣福利部⾷品薬物管理署 

http://www.mohw.gov.tw/cp-3250-29989-1.html 

 

6 ⽉ 12 ⽇。台湾衛⽣福利部は、「⾷品⽤洗剤衛⽣基準」の第 5 条を改正した。 
1. 第 5 条で⽰す⾷品の洗浄に使⽤することができる消毒成分について、その使⽤対象⾷品
を RTE ⾷品における⽣鮮⾷品(⽣鮮カット野菜・フルーツ、⽣⾷⽤の⽔産物等)のみに限定
した。これら⽣鮮⾷品は調理過程において再加熱等の微⽣物を効果的に減少させる処理を
⾏わないが、原材料の⽣菌数がもとから多いと懸念される場合があり、その場合は⽣⾷によ
り⾷中毒が起こりやすい。これを考慮し、合理的な必要性という前提のもと、調理過程にお
いて⾷品⽤洗剤で洗浄・消毒を⾏うことに同意した。ただし、使⽤後は飲⽤⽔による⼗分な
すすぎ、ブランチング、加熱、⼜はその他適切な処理を⾏い、最終的に⾷品に残留する濃度
を規定に適合させなければならない。 
2. 塩素系消毒剤の残留濃度について、現⾏では「総有効塩素濃度が 1ppm 以下」と規定し
ているが、総有効塩素の意味が不明確で検査への懸念が⽣じる可能性があるため、今回の改
正により酸性化亜塩素酸ナトリウム(ASC)及び⼆酸化塩素の残留濃度に関する規定を「塩素
酸塩及び亜塩素酸塩の総和が 1ppm 以下」と明確化した。 
 
【関連資料】 
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65584 
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65585  
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2) 資料３参考３ WHO 飲料⽔⽔質ガイドライン第４版(第１追補版)（2017 年）〜塩素酸
に関する部分の抜粋〜 
09 【資料 3 参考 3】WHO 飲料⽔⽔質ガイドライン第 4 版第 1 追補版_塩素酸部分の抜粋 (mhlw.go.jp)  
ＷＨＯ飲料⽔⽔質ガイドライン第４版（第１追補版）（2017 年）〜塩素酸に関する部分の抜
粋〜質問 4-2) 

資料⽇付：2018 年 2 ⽉ 27 ⽇ 
原⽂献 ： WHO 飲料⽔⽔質ガイドライン 第 4 版(⽇本語版) 

(⾷品規格部会平成 30 年 2 ⽉ 27 ⽇) 
0000195447.pdf (mhlw.go.jp) 
 

塩素酸イオンは、消毒剤や⽔の異臭味制御⽤として使われる⼆酸化塩素の消毒副⽣成物
として⽣成される。塩素酸ナトリウムは、いずれも、⼆酸化塩素の⽣産やその他の商業⽬
的として⽤いられる。塩素酸イオンは、特に⾼い温度で、⻑期間保管した次亜塩素酸ナト
リウム溶液が分解される間に⽣成される。次亜塩素酸及び⼆酸化塩素が消毒剤として⽤い
られる場合は、亜塩素酸イオンと塩素酸イオンに対する環境曝露の主要な経路は飲料⽔で
あると考えられている。 

塩素酸イオンは、⾚⾎球への影響が報告されているが、次亜塩素酸を含む飲料⽔を21 
⽇間⼜は90 ⽇間ラットに投与した際に観察された最も感受性の⾼い影響は、甲状腺の組
織学的変化（コロイド枯渇、肥⼤、過形成の発⽣・重篤化）と甲状腺ホルモンの変化であ
った。亜塩素酸イオンと同様に、ヒトのボランティアによる12 週間の塩素酸イオンの投
与（⼀⽇当たり36μg/kg 体重）では、有害影響は認められなかった。 
 暫定ガイドライン値は、塩素酸イオン：0.7 ㎎/L(700μg/L)、ADI 値は、塩素酸イオ
ン：0-0.01 ㎎/kg 体重/⽇である。 
 塩素酸イオンのADI から健康影響に基づく値である0.3mg/L が導き出されたが、塩素
酸イオンが次亜塩素酸の副⽣成物であるため、いくつかの状況下では、飲料⽔を適切に消
毒して、塩素酸イオン濃度をこの値以下に維持することは不可能かもしれない。したがっ
て、以前の暫定ガイドライン値を維持する。更に、古い次亜塩素酸が使⽤されるとこの暫
定ガイドライン値でさえ超過するかもしれないし、ガイドライン値を満たすことが困難で
あるからといって⼗分な消毒を怠ることは決してあってはならないということが付記され
ている。 
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（D）塩素酸イオンの『体内動態、毒性、ヒト知⾒等』に係る新たな知⾒ 

 
【調査⽅法】 
A. PubMed による検索 
B. SciFinder による検索 
C. Google による検索 
 
【調査実施⽇】 
調査実施⽇ 2024 年 5 ⽉ 26 ⽇ 
検索範囲 2015 年１⽉１⽇〜2024 年 5 ⽉ 26 ⽇ 
 
【調査対象物質】 
Chlorate 
 
【検索ワード】 
●A. PubMed による検索と B. SciFinder による検索 
『添加物に関する⾷品健康影響評価指針』（2021 年 9 ⽉）の『別表 添加物の健康影響評価
に必要な資料⼀覧』に記載される「体内動態、毒性、ヒトにおける知⾒」から検索ワードを
選定した。 
 

１： 体内動態 
検索ワード： pharmacokinetics assessment of 〇〇 

 
２： 毒性評価 
検索ワード： toxicity assessment of 〇〇 

 
2-(1): 遺伝毒性  検索ワード: Genetically toxicity of 〇〇 
2-(2): 反復投与毒性  検索ワード: Repeated-dose toxicity of 〇〇 
2-(3): 発がん性  検索ワード: Carcinogenicity of 〇〇 
2-(4): ⽣殖毒性  検索ワード: Reproductive toxicity of 〇〇 
2-(5): 発⽣毒性  検索ワード: Developmental toxicity of 〇〇 
2-(6): アレルゲン性  検索ワード: Allergenicity of 〇〇 

 
3： ⼈における知⾒ 
検索ワード： risk assessment of 〇〇 

 
※いずれも、〇〇は、【調査対象物質】が⼊る。 
 

●C. Google による検索 
以下の検索ワードで検索した。 

①  Chlorate Kinetics and metabolism in laboratory animals and humans  
② Chlorate, Carcinogenicity and mutagenicity 
③ Chlorate, Acute, short-term and long-term exposure 
④ Chlorate, Reproductive and developmental toxicity 
⑤ Chlorate, Effects on humans 
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１: Concurrent Haloalkanoate Degradation and Chlorate Reduction by 
Pseudomonas chloritidismutans AW-1. (2017) 

 

 
(外部リンク)：e00325-17.pdf (nih.gov) 
 
Pseudomonas chloritidismutans AW-1 は、通性嫌気性塩素酸塩還元細菌であり、有機ハロゲ
ン化化合物(Haloalkanoates)と無機ハロゲン化合物(塩素酸塩)の同時分解というユニークな
代謝能⼒を持つ。本研究では、ハロゲン化アルカノエートと塩素酸塩がそれぞれ電⼦供与体
及びアクセプターとして同時に分解されることで、Pseudomonas chloritidismutans AW-1 の
増殖に関与していることを⽰唆した⽂献である。ただし、筆者らは、重要性ハロゲン化有機
化合物および無機化合物(IMPORTANCE Halogenated organic and inorganic compounds)は、
動物と⼈間の両⽅に発がん性および遺伝毒性影響を与える重要な環境汚染物質であること
に⾔及している。 
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２： 
Sodium chlorate induces DNA damage and DNA-protein cross-linking in rat 
intestine: A dose dependent study (2017) 

 

 
(外部リンク)：Sodium chlorate induces DNA damage and DNA-protein cross-linking in rat 
intestine: A dose dependent study - ScienceDirect  
Sodium chlorate induces DNA damage and DNA-protein cross-linking in rat intestine: A dose 
dependent study. Chemosphere 177 (2017) 311-316 質問 4-3) 

 
ラットの⼩腸に対するNaClO3の遺伝毒性を調査した。成体雄ラットを5つのグループに

分け、1つのコントロールグループと4つのNaClO3投与グループに分け、NaClO3投与グル
ープには、NaClO3（100、250、500、および750 mg/kg体重）を1回急性経⼝投与し、24
時間後に屠殺した。NaClO3の投与により、ラットの腸内で⽤量依存的に重⼤なDNA損傷
が発⽣した。これは、DNA鎖切断を⽰したコメットアッセイから明らかであり、アガロー
スゲル電気泳動と遊離ヌクレオチドの放出によってさらに確認された。NaClO3を投与した
グループでは DNA タンパク質の架橋が増加し、 DNA の修復、転写、複製に関与する
タンパク質/酵素の活動を妨げる重⼤な損傷の形成が⽰された。したがって、NaClO3の経
⼝投与は、塩素酸塩による活性酸素種の⽣成を介して、ラットの腸内で DNA 損傷を引き
起こす。 
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３: 
Sodium chlorate, a major water disinfection byproduct, alters brush border 
membrane enzymes, carbohydrate metabolism and impairs antioxidant system of 
Wistar rat intestine. (2017) 

 

 
(外部リンク)： https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28084674/  
Sodium chlorate, a major water disinfection byproduct, alters brush border membrane 
enzymes, carbohydrate metabolism and impairs antioxidant system of Wistar rat intestine. 

DOI: 10.1002/tox.22388 質問 4-4) 
塩素酸ナトリウムは、⼆酸化塩素による飲料⽔の消毒時に副産物として⽣成される。そこ

で、腸に対する塩素酸ナトリウムの影響を調査するために、Wistar rats の雄性成体に異なる
⽤量の塩素酸ナトリウムを経⼝投与し、投与 24 時間後に安楽死させた。塩素酸ナトリウム
の投与は腸に急性の酸化ストレスを⽣じさせ、マロンジアルデヒドレベルとカルボニル含
量が著しく上昇し、総スルフヒドリル基とグルタチオンレベルが低下するという形で現れ
た。いくつかの⼩腸吸収上⽪細胞膜（BBM: Brush border membrane）酵素の活性は、塩素
酸ナトリウムを投与してないコントロール区と⽐較して⼤きく低下した。炭⽔化物代謝の
さまざまな酵素と抗酸化防御システムの維持に関与する酵素の活性に変化がみられた。組
織学的研究は、塩素酸ナトリウムの⽤量依存的な組織損傷の増加を⽰す⽣化学的結果を⽀
持した。したがって、本研究は、塩素酸ナトリウムの経⼝投与が、BBM 酵素の活性を低下
させ、酸化ストレスを誘発し、代謝経路を変化させ、ラット腸の抗酸化系を障害することを
⽰している。 
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４: 
Acute renal toxicity of sodium chlorate: Redox imbalance, enhanced DNA 
damage, metabolic alterations and inhibition of brush border membrane enzymes 
in rat(2018) 

 

 
(外部リンク)：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30144278/  
Acute renal toxicity of sodium chlorate: Redox imbalance, enhanced DNA damage, metabolic 
alterations and inhibition of brush border membrane enzymes in rats. DOI: 
10.1002/tox.22624 質問 4-5) 

本研究では、塩素酸ナトリウムの単回急性経⼝投与におけるラット腎臓への影響を調べ
た。Wistar rats の雄性成体に異なる⽤量の塩素酸ナトリウムを経⼝投与し、投与 24 時間後
に安楽死させた。過酸化⽔素濃度の増加と脂質およびタンパク質の酸化が認められた。その
⼀⽅で、腎臓では、チオール及びグルタチオン含量、並びに、⼩腸吸収上⽪細胞膜の酵素活
性が減少した。糖質代謝と抗酸化防御に関与する酵素の活性にも有意な変化が観察された。
塩素酸ナトリウムの投与は DNA の断⽚化を誘発し、DNA とタンパク質の架橋を増加させ
た。組織学的研究では、塩素酸ナトリウム投与動物の腎臓に著しい損傷が認められた。これ
らの結果は、塩素酸ナトリウムが DNA や膜の損傷、代謝の変化、⼩腸吸収上⽪細胞膜酵素
の機能不全をもたらす酸化還元不均衡を介して腎毒性を誘発することを強く⽰唆している 
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５: 
Risk assessment related to the presence of benzalkonium chloride (BAC), 
didecyldimethyl ammonium chloride (DDAC) and chlorates in fish and fish 
products. (2023) 

 

 
(外部リンク)： Risk assessment related to the presence of benzalkonium chloride (BAC), 
didecyldimethyl ammonium chloride (DDAC) and chlorates in fish and fish products 
(wiley.com) 
 

規則(EC) No 178/2002 の第 31 条に従い、EFSA は⿂および⿂製品に含まれる塩素酸塩
の存在に関するリスク評価を⾏うよう欧州委員会から要請を受けた。ESFA の年次化学デー
タを収集した範囲内で、可能な限りモニターした結果、EFSA は、塩素酸塩に暴露された⿂
及び⿂製品を⻑期的に消費者が摂取したとしても、潜在的な懸念は⾒られないという評価
をした。「Scientific Opinion Risk for public health related to the presence of chlorate in food.」
（2015 年）において EFSA ⾷物連鎖汚染物質パネル（CONTAM）によって導き出された
評価値は、耐容 1 ⽇摂取量（TDI）が 3μg/kg 体重/⽇、急性参照⽤量（ARfD）が 36μg/kg
体重であるが、⿂及び⿂製品に含まれる塩素酸塩の残留物は、消費者の摂取量が ADI また
は ARfD を超えてはならないとした。ただし、報告された最も⾼い残留値(⿂⾁中の 17.8 ㎎
/kg)が含まれた場合、計算上急性暴露では、ARfD を超える可能性があることが⽰された。
結果として、EFSA は、⿂および⿂製品に含まれる物質の残留に関連する潜在的な消費者の
健康リスクを特定しなかった。 
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６: Impact of updated BMD modeling methods on perchlorate and chlorate 
assessments of human health hazard (2021) 

 

 
(外部リンク)：
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427421000023?ref=pdf_downloa
d&fr=RR-2&rr=88bd0a6b0a008d0c 

過塩素酸塩と塩素酸塩のヒトへの暴露により、甲状腺のよう化物取り込み阻害（RAIU）
が⽣じることが分かっている。 

塩素酸塩の TDI は過塩素酸塩の TDI に基づいており、塩素酸塩に関するヒトのデータベ
ースははるかに限られているとされる。そこで、本論⽂の⽬的は、塩素酸塩の甲状腺よう化
物取り込み阻害の科学的で健全な BMR を特定し、この BMR を RAIU データの最新の⽤量
反応モデリングに適⽤することを⽬的に、BMD モデリング⼿法を⽤いて、ヒトのデータベ
ースに BMR ハイブリッド定義(8％以下の集団で 10％の追加リスクがあると推定される⽤
量)を適⽤して、BMDL を割り出した。BMD は、RAIU が 8％以下の集団で 10％の追加リ
スクがあると推定される⽤量として定義された結果、BMDL は、0.03 ㎎/kg-day とされた。
尚、塩素酸塩の TDI は、過塩素酸塩の TDI の 10 倍として評価できることが分かり、0.08
㎎/kg-day とされた。 

【⽤語】 
BMD : Benchmark dose 
BMDL : 95% lower confidence limit on the BMD 
BMR : Benchmark response 
RAIU : radioactive iodide uptake 
TDI : Tolerable daily intake 
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７: 
Perchlorate and chlorate in breast milk, infant formulas, baby supplementary 
food and the implications for infant exposure (2022) 

 

 
(外部リンク)：
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041202100564X?ref=pdf_downloa
d&fr=RR-2&rr=88bd118eef398d0a  
 

ヒトの甲状腺機能への潜在的な悪影響への懸念から、もっとも脆弱な集団である乳幼児
が摂取する⺟乳、乳幼児調整粉乳、乳幼児補助⾷品、⽔道⽔を対象に、過塩素酸塩と塩素酸
塩レベルを測定した。その結果、ハザード指数を⽤いた健康リスク評価では、サンプリング
された離乳⾷中の過塩素酸塩および塩素酸塩の暴露によって、健康への悪影響のリスクを
⾼めることにはならないと予想されると結論付けた。 
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８: 
Bottled water safety evaluations in IRAN: determination of bromide and 
oxyhalides (chlorite, chlorate, bromate) by ion chromatography (2020) 

 

 
(外部リンク)：Bottled water safety evaluations in IRAN: determination of bromide and 
oxyhalides (chlorite, chlorate, bromate) by ion chromatography (nih.gov) 
 

テヘランの市場から集められたボトル⼊り飲料⽔サンプル（飲料⽔ 67 種類、ミネラル飲
料⽔ 101 種類）を対象に、臭素酸とオキシハロゲン化物を分析した。オキシハロゲン化物
の１種として塩素酸塩をイオンクロマトグラフィーで分析した結果、21 の分析物から塩素
酸塩が検出され、その平均値は、197μg/L であった。イランの国家基準では、塩素酸塩の
MRL は、700μg/L に設定されており、許容レベルを超えないことが確認された。 
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９: 
Chemical risks associated  with  ready-to-eat  vegetables:  quantitative 
analysis  to  estimate  formation and/or accumulation of disinfection 
byproducts during washing (2019) 

 

 
(外部リンク)： Chemical risks associated with ready&#x2010;to&#x2010;eat vegetables: 
quantitative analysis to estimate formation and&#x002F;or accumulation of disinfection 
byproducts during washing (nih.gov) 
 

CEBAS-CSIC 研究グループが過去 2 年間得られたデータを集積し、⽣鮮⾷品の様々な加
⼯ラインから得られたプロセス洗浄⽔中の塩素酸塩とトリハロメタン（THM）の蓄積に関
する潜在的なリスクを特定するために、⼯業⽤⽣鮮⾷品洗浄システムをモデルにラボスケ
ールでシミュレートした。モデル予測により、微⽣物を殺菌除去しながら、⼈体に対する化
学物質の安全性が保証できる消毒剤の濃度の推定値は得られたが、未だ草案の段階であり、
分析が進⾏中のため、結論は得られなかった。 
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10： 
Sodium chlorate, a herbicide and major water disinfectant byproduct, 
generates reactive oxygen species and induces oxidative damage in human 
erythrocytes. (2016) 

 

 
(外部リンク)： Sodium chlorate, a herbicide and major water disinfectant byproduct, 
generates reactive oxygen species and induces oxidative damage in human erythrocytes - 
PubMed (nih.gov)  
Sodium chlorate, a herbicide and major water disinfectant byproduct, generates reactive 
oxygen species and induces oxidative damage in human erythrocytes. DOI 10.1007/s11356-
016-7980-7 質問 4-6) 

本研究では、NaClO3 がヒト⾚⾎球に及ぼす影響を in vitro 条件下で研究した。⾚⾎球
をさまざまな濃度の NaClO3 で 37 °C で 90 分間インキュベートすると、顕著な溶⾎が
認められた。NaClO3 処理および未処理 (コントロール) ⾚⾎球から細胞溶解物を調製し、
さまざまな⽣化学的パラメータについて分析した。NaClO3 処理により、メトヘモグロビ
ンレベルが顕著に増加し、メトヘモグロビン還元酵素活性が低下した。タンパク質の酸化
および脂質過酸化が顕著に増加し、還元型グルタチオンおよび総スルフヒドリル含量の減
少が⾒られた。これは、NaClO3 に暴露されると⾚⾎球に酸化ストレスが誘発されること
を⽰唆している。酸化ストレスの発⽣は、活性酸素種の⽣成が著しく増加し、細胞の抗酸
化反応が低下することで確認された。NaClO3 処理により⼀酸化窒素レベルも上昇し、ニ
トロソ化ストレスが誘発された。⾚⾎球を NaClO3 とインキュベートすると、主要な抗酸
化酵素、膜結合酵素、代謝酵素の活性が⼤幅に変化した。⾚⾎球は浸透圧的に脆弱にな
り、電⼦顕微鏡画像では NaClO3 処理細胞に⼤きな形態変化が⾒られた。これらの結果か
ら、NaClO3 がヒト⾚⾎球に酸化ストレスを誘発し、広範囲にわたる膜損傷が⽣じること
で、抗酸化反応が低下することを⽰している。 
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11： 
Occurrence of perchlorate, chlorate and bromate in drinking water in 
Shenzhen and related human exposure risks. (2022) 

 

 
(外部リンク)： https://doi.org/10.1016/j.envadv.2022.100205 
 

過塩素酸塩、塩素酸塩、臭素酸塩は環境中に遍在しており、過塩素酸塩と塩素酸塩は甲
状腺機能に影響を及ぼす可能性がある。⼜、臭素酸塩は発がん性があり、国際がん研究機
関（IARC）によってグループ 2B のヒト発がん性物質の可能性がある物質としてリストさ
れている。本研究は、深圳の 3 種類の飲料⽔（n=226）における過塩素酸塩、塩素酸塩、
臭素酸塩の発⽣を調べ、潜在的なヒトへの曝露リスクを評価することを⽬的とした。塩素
酸塩と過塩素酸塩の検出率はともに 60%を超え、ボトル⼊りの⽔と⽔道⽔の両⽅で正の相
関関係にあり、発⽣源が類似していることを⽰していた。臭素酸塩と塩素酸塩は⽔道⽔中
で負の相関関係にあり、⽔道⽔の消毒でそれらの⽣成が互いを制限する可能性があること
を⽰した。飲料⽔中の過塩素酸塩、塩素酸塩、臭素酸塩の Hazard Quotient（HQ）と
Hazard Index（HI）の値は、年齢層に関係なく 1 未満だった。しかし、臭素酸塩について
は、飲料⽔中の個々の過剰癌リスク（ICER）値が最⼤許容レベルを超えており、深圳の住
⺠に潜在的な癌リスクがあることが⽰唆された。 
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12： 
Health risk assessment of perchlorate and chlorate in red swamp 
crayfish(Procambarus chlarkii) in China.(2022) 

 

 
(外部リンク)： Health risk assessment of perchlorate and chlorate in red swamp crayfish 
(Procambarus clarkii) in China - ScienceDirect  
Health risk assessment of perchlorate and chlorate in red swamp crayfish (Procambarus 
clarkii) in China. Science of the Total Environment 842 (2022) 156889 質問 4-7) 

過塩素酸塩と塩素酸塩は、⼟壌、⽔、⼈間の⾷物に広く分布している強⼒な酸化剤および
甲状腺毒性物質である。アカザリガニ（Procambarus clarkii）の⾷事からの摂取は、過塩素
酸塩と塩素酸塩のヒトへの曝露に関する主な経路であると考えられる。そのため、本研究で
は、中国の揚⼦江付近にある 5 つの省のサンプリング地点で採取したアカザリガニの過塩
素酸塩と塩素酸塩の量、およびこの種の摂取に関連する健康リスクを調査した。各地点のサ
ンプルの 55.6〜100％から過塩素酸塩が検出された。⼜、すべての地点で 100％のサンプル
から塩素酸塩が⾒つかった。上流の省（湖北省、湖南省、江⻄省）のザリガニの過塩素酸塩
濃度は、下流の省（安徽省、江蘇省）のものよりも⾼かった。ザリガニ中の過塩素酸塩と塩
素酸塩の濃度は正の相関関係にあり、塩素酸塩は過塩素酸塩の分解副産物である可能性を
⽰唆している。肝膵臓組織中の両汚染物質の量は筋⾁組織よりも⾼かった（p < 0.05）ため、
ザリガニの肝膵臓の摂取は推奨されない。ザリガニ中の塩素酸塩の Hazard Quotient（HQ）
値は全省で 1 未満であり、ザリガニの摂取による塩素酸塩への曝露による潜在的な健康リ
スクはないことを⽰している。しかし、江⻄省のザリガニの過塩素酸塩濃度は HQ 値> 1 で
あり、⼈間の健康に対する潜在的なリスクを⽰唆している。 
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13： 
BuRO advice concerning the risks of chlorate in food for infants and toddlers 
Netherland Food and Consumer Product Safety Authority (2021) 

 

 
(外部リンク)： BuRO advice concerning the risks of chlorate in food for infants and toddlers 
| Risk analysis | NVWA-English 
 
●背景 

・ 
塩素酸塩は、塩素処理された洗浄⽔、塩素系消毒剤の使⽤、加⼯助剤や添加物に残留
する塩素酸塩など、製造過程のさまざまな経路で⾷品に⼊り込む可能性がある。過去
には塩素酸塩が農薬に使⽤されていたが、ヨーロッパでは許可されなくなった。 

 

・ 
慢性的に⾼濃度の塩素酸塩にさらされると、⼈間の甲状腺機能に障害が⽣じる可能
性がある。⾼濃度の塩素酸塩を含む⾷品を時々摂取しても、急性の健康被害が⽣じる
可能性は低い。 

 

・ 

2018 年以降、NVWA(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)は、乳幼児向け⾷品
中の塩素酸塩の最⼤残留基準値（MRL）0.01mg/kg を超えていると定めている。こ
の MRL は、すべての未承認の植物保護製品に対して定められている。乳幼児向け以
外の⾷品については、塩素酸塩のその他の侵⼊経路を考慮して、より現実的な制限値
を設定するため、暫定的な（より⾼い）MRL を設定した改正規則を発効した。業界
は、乳幼児向け⾷品に適⽤される MRL を維持することも困難であると指摘してい
る。 

 

・ 
同業界は最近の動向として、乳幼児向け⾷品の塩素酸塩レベルを削減するための EU
全体のロードマップを作成し、塩素酸塩レベルが削減され、基準値超過の割合が減少
したと報告している。 
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BuRO は、乳児および乳幼児向け⾷品の塩素酸塩のリスクについて、⾷品中の塩素酸塩含
有量を減らすよう業界と連携すべきであるとし、以下の通り、アドバイスを⾏っている。 
 

0.01mg/kg の塩素酸塩の MRL は、乳幼児（幼児）の健康基準暴露限度を超えることはな
いが、乳児⽤粉ミルク、調製粉乳（フォローオン）、市販の既製ベビーフードの塩素酸濃度
が 0.04 mg/kg を超えると、1 歳までの乳児ではこの健康基準暴露限度を超えることになる。
NVWA の測定に基づくと、1 歳までの乳児⽤粉ミルクのおよそ 4 分の 1 が 0.04mg/kg を上
回っている。既製ベビーフードの場合、この割合は 10％以下である。TDI を慢性的に超え
るということは、健康リスクを否定できないということである。 

よって、NVWA 検査官総⻑宛てには、 
 

・ 健康上の観点から、乳児⽤粉ミルク（または調理済み製品）および乳児や幼児（幼児）
向けの調理済み⾷品には、最⼤塩素酸塩レベルを適⽤し、維持する必要がある。 

 

・ 
乳幼児⽤⾷品間で塩素酸塩濃度に⼤きな差があることから、これらの⾷品中の塩素
酸塩濃度を低減するために業界と協⼒し、関連する動向を監視するよう努めるべき
である。 

 
・ 果物や穀類をベースにした既製の固形ベビーフード中の塩素酸塩レベルの調査を強

化すべきである。 
 

医療・スポーツ担当⼤⾂宛てには、 
 

・ 
特定の⾷品中の最⼤残留基準値に関する改正規則を受けて、固形ベビーフードおよ
び幼児⽤栄養⾷品中の塩素酸塩の MRL の⾒直しを欧州委員会の議題とすることを
検討すべきである。以下のリスクアセスメントに基づき、調製粉乳（フォローオン）
の MRL 0.01mg/kg を引き上げる必要はない。 

 

・ 

このリスクアセスメントは、現在進⾏中の飲料⽔指令の⾒直しに役⽴てるため、イン
フラ・⽔管理省の同僚と共有されるべきである。その際、オランダの飲料⽔中の現在
の塩素酸塩濃度は、提案されている欧州基準を（かなり）下回っていること、そして
このことは、この⽔を使⽤して調製された乳児⽤調合乳の安全性にとって不可⽋で
あることを⽰すべきである。 

 
以上の内容を推奨している。 
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<引⽤⽂献> 

質問 4-1) 
Opinion of the Scientific Committee for Food on: A maximum residue limit 
(MRL) of 0.01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young 
children (expressed on the 19th September 1997) 

  
質問 4-2) ＷＨＯ飲料⽔⽔質ガイドライン第４版（第１追補版）（2017 年）〜塩素酸

に関する部分の抜粋〜 
  

質問 4-3) Sodium chlorate induces DNA damage and DNA-protein cross-linking in 
rat intestine: A dose dependent study. Chemosphere 177 (2017) 311-316 

  

質問 4-4) 
Sodium chlorate, a major water disinfection byproduct, alters brush border 
membrane enzymes, carbohydrate metabolism and impairs antioxidant 
system of Wistar rat intestine. DOI: 10.1002/tox.22388 

  

質問 4-5) 
Acute renal toxicity of sodium chlorate: Redox imbalance, enhanced DNA 
damage, metabolic alterations and inhibition of brush border membrane 
enzymes in rats. DOI: 10.1002/tox.22624 

  

質問 4-6) 
Sodium chlorate, a herbicide and major water disinfectant byproduct, 
generates reactive oxygen species and induces oxidative damage in human 
erythrocytes. DOI 10.1007/s11356-016-7980-7 

  

質問 4-7) 
Health risk assessment of perchlorate and chlorate in red swamp crayfish 
(Procambarus clarkii) in China. Science of the Total Environment 842 
(2022) 156889 

 
 
 
 
 

 
以上 
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宛先 

消 費 者 庁 
食 品 衛 生 基 準 審 査 課 御 中 
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大 阪 東 京 海 上 日 動 ビ ル 1 2 F 
三 慶 株 式 会 社 
合 田 学 剛 

 
【府食 111】亜塩素酸水の食品健康影響評価に必要な補足資料の質問５に関する回答書 
 
 
亜塩素酸水の食品健康影響評価に必要な補足資料の質問５に関し、以下の通り回答申し

上げます。 
記 

●質問５ 
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『「亜塩素酸水」による食品処理時のトリハロメタンの生成及び酸素ラジカルの生成に
伴って生じると考えられる還元型アスコルビン酸レベルの低下』について以下に説明しま
す。 
 
１.還元型アスコルビン酸レベルの低下 

塩素系殺菌料である微酸性次亜塩素酸水、強酸性電解水及び次亜塩素酸ナトリウム、亜
塩素酸水を用いて食品の殺菌処理を行った際の、食品中のアスコルビン酸含量への影響に
ついては以下の通り報告されています。 
 
１) 微酸性次亜塩素酸水 
 「微酸性次亜塩素酸水(pH6.6、有効塩素濃度 68.8 ㎎/kg)を用いたホウレンソウ

中の総ビタミン C 含量に与える影響を確認した結果、ラジカルが生成するような
ことはなく、酸化型ビタミン C 含量は検出されず、ブランク区である水道水処理
の場合と比較して総ビタミン C 含量にも影響を与えなかった。 (1)-1) 」と報告さ
れています。 

 

 
※第 25 回添加物専門調査会(2005 年 9 月 30 日) 資料１−１ 次亜塩素酸水に関する資料概要 A (微酸
性次亜塩素酸水) (1)-1)から抜粋 

 
２） 強酸性電解水及び次亜塩素酸ナトリウム 
 「強酸性電解水(pH2.5±0.1、有効塩素濃度 42.3±1.4ppm)、次亜塩素酸ナトリ

ウム水溶液(pH9.3±0.2、有効塩素濃度 153.6±3.4ppm)及び水道水(pH7.0±
0.2、有効塩素濃度 0.3±0.1 ㎎/kg)を用い、キャベツ、ニンジン、レタス及びキ
ュウリをそれぞれ一定時間浸漬処理し、アスコルビン酸含量を測定した結果、ア
スコルビン酸含量はいずれの野菜も強酸性電解水処理した場合でも、次亜塩素酸
ナトリウム水溶液処理及び水道水処理と比較して差は見られなかった。このこと
から、ラジカルが有害な濃度で発生しているとは考えられない (1)- 2), 」と、府食
第 94 号(平成 19 年 1 月 25 日)食品健康影響評価の結果の通知について 添加物
評価書 次亜塩素酸水(2007 年 1 月)に記載されています。 

 
 
 









6 
 

２.トリハロメタンの生成 
塩素系殺菌料である微酸性次亜塩素酸水、弱酸性次亜塩素酸水、強酸性次亜塩素酸水、

次亜塩素酸ナトリウム、亜塩素酸水を用いて食品の殺菌処理を行った際の、食品中のトリ
ハロメタンの残留量については以下の通り報告されています。 
 
１) 微酸性次亜塩素酸水 
① 「水道水を活性炭処理により残留塩素及びトリハロメタンを除去後、微酸性次亜塩

素酸水生成、生成された微酸性次亜塩素酸水で処理をした食品中のトリハロメタン
量は、水道水の約 1/4 程度であり、次亜塩素酸ナトリウム処理と比較しても、低
い値を示したことから、食品中へのトリハロメタン量は低いと考えられる」と、府
食第 94 号(平成 19 年 1 月 25 日)食品健康影響評価の結果の通知について 添加物
評価書 次亜塩素酸水(2007 年 1 月) (1)-2)に報告されています。 

 
② 「トリハロメタン除去後の水道水により生成した微酸性次亜塩素酸水中のトリハ

ロメタン生成量(0.0037 ㎎/L)は、水道水により生成したトリハロメタン生成量
(0.046 ㎎/L)に比べ少ない量であることから、微酸性次亜塩素酸水の生成における
トリハロメタン生成量は水道水に含まれるトリハロメタンに左右されるものと考
えられる。」と、府食第 94 号(平成 19 年 1 月 25 日)食品健康影響評価の結果の通
知について 添加物評価書 次亜塩素酸水(2007 年 1 月) (1)-2)に報告されています。 

 
 
２) 弱酸性次亜塩素酸水 
① 「原水を水道水とした弱酸性次亜塩素酸水(有効塩素濃度 50 ㎎/kg)及び原水を超純

水とした弱酸性次亜塩素酸水(有効塩素濃度 55 ㎎/kg)を用いて、キャベツをそれぞ
れ 30 秒間浸漬処理した後、15 秒間水道水で水洗、細切れにし純粋を加えたものを
試料とし、総トリハロメタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモホル
ム及びブロモジクロロメタンを測定した、その結果、いずれの弱酸性次亜塩素酸水
で処理をしたキャベツ中からもトリハロメタンは検出されなかった。」と、府食第
94 号(平成 19 年 1 月 25 日)食品健康影響評価の結果の通知について 添加物評価書 
次亜塩素酸水(2007 年 1 月) (1)-2)に報告されています。 

 
② 「水道水から 0.016 ㎎/L、原水を水道水とした弱酸性次亜塩素酸水からは 0.017

㎎/kg のトリハロメタンが検出されたが、原水を超純水とした弱酸性次亜塩素酸水
からの検出がなかったことから、トリハロメタンの生成は電解によるものではな
く、水道水由来のトリハロメタンが残存したためと考えられる」と、府食第 94 号
(平成 19 年 1 月 25 日)食品健康影響評価の結果の通知について 添加物評価書 次
亜塩素酸水(2007 年 1 月) (1)-2)に報告されています。 
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３) 強酸性次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム 
① 「強酸性次亜塩素酸水(pH2.7、有効塩素濃度 40mg/kg)でカットキャベツ 100g を

浸漬攪拌後、5℃、72 時間後、2g を採取し、ヘッドスペース法にてトリハロメタ
ンを測定した。強酸性次亜塩素酸水は 72 時間後の検出限界以下(0.001 ㎎/kg)。一
方、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 200 ㎎/kg)は、0〜72 時間の間で、0.05
㎎/kg 検出(水道法基準 0.1 ㎎/kg 以下)」と、第 25 回添加物専門調査会(2005 年 9
月 30 日) 資料１−２ 次亜塩素酸水に関する資料概要 B (弱酸性次亜塩素酸水) (1)-6)

に報告されています。 
 
 
４) 亜塩素酸水 
① 第 52 回添加物専門調査会(2007 年 12 月 25 日)では、「亜塩素酸水(pH5.5、有効塩

素濃度 100 ㎎/kg)を用いて野菜(レタス)を 10 分間浸漬処理し、水道水にて 10 分
間すすぎ洗いをした後の野菜を分析試料として、『水道法水質基準に関する省令』
に定められた分析方法に準じて総トリハロメタンを測定しており、その結果、亜塩
素酸水で処理された食品中のトリハロメタンの量は水道水の 1/10 以下であり、食
品中にトリハロメタンが残存する可能性は極めて低いということが分かりました
(1)-3)」と報告されています。 

 

 
※第 52 回添加物専門調査会(2007 年 12 月 25 日) 資料 2-4：亜塩素酸水 トリハロメタン等の生成につ
いて(要請事業者提出資料）(1)-3)から抜粋 
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また、第 53 回食品安全委員会添加物専門調査会(平成 20 年 1 月 15 日)議事録(1)-7)では、

『「塩素の残留性、それからトリハロメタンは認められない」と記載されており、第 55 回
食品安全委員会添加物専門調査会（2008 年 2 月 25 日）資料 1：添加物評価書「亜塩素酸
水」（案）(1)-8)の「Ⅱ．安全性に係る知見の概要」に審議の結果として「なお、事業者によ
り提出された資料において、亜塩素酸水による食品処理時の食品への塩素の残留、トリハロ
メタンの生成は認められないことが確認された。また、酸素ラジカルの生成に伴って生じる
と考えられる還元型アスコルビン酸レベルの低下は認められなかった。（参照追 9）」と追
記されました。』と、第 53 回食品安全委員会添加物専門調査会(平成 20 年 1 月 15 日)議事
録(1)-7)と第 55 回食品安全委員会添加物専門調査会（2008 年 2 月 25 日）資料１(1)-8)で報告
されております。 

 
尚、「第 52 回添加物専門調査会(2007 年 12 月 25 日) 資料 2-4：亜塩素酸水 トリハロメ

タン等の生成について(要請事業者提出資料）」(1)-3)に係る試験を行うにあたり、当時の基準
審査課様より、『水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成 15 
年厚生労働省告示第 261 号 別表第十四』(1)-9)に基づく、GC/MS、もしくは、GC/MS/MS 
を用いた分析方法を教えていただき、GC-MS QP2010 を購入し、試験を実施しましたが、
その後、同機器を使用する機会がなく、すでに廃棄し、現在、弊社では、GC-MS を持ち合
わせていません。そこで、外部試験機関による委託を打診してみましたところ、亜塩素酸水
を含む塩素酸化物を取り扱う分析は、GC-MS が腐食する危険性があり、専用の機械を別途
用意して使わないとできないという理由から、確認試験の依頼を受けていただける外部の
分析機関はありませんでした。従いまして、分析する必要性があるのであれば、GC-MS を
買う以外に方法はなく、結果として、今回のご質問に対して新たな試験結果をご提示するこ
とはできませんでした。 
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５) 二酸化塩素 
 その一方で、亜塩素酸水と反応性が類似していると考えらえる二酸化塩素(chlorine 
dioxide)は、塩素による消毒とは異なり、トリハロメタンは生成されないという以下の知見
が報告されています。 
 
① 600-202 Sodium Chlorite 08/2022,Sodium Chlorite Treatment of Drinking Water 

with Chlorine Dioxide, OxyChem Basic Chemicals. (1)-10) 
● 塩素とは対照的に、二酸化塩素と腐植物質（トリハロメタン(THM)の前駆物質）

との反応では THM は生成されない。このため、二酸化塩素処理は、総トリハロ
メタン(TTHM)を制御する必要がある場合に好ましい方法となっている。 

  

 
 

● 図 5 はフミン酸を含む水を二酸化塩素と塩素で処理した場合のクロロホルム生成
への影響を比較したものである。 

 

 
 
 

二酸化塩素は THM の前駆物質と反応することで、この THM 前駆物質を THM
生成のために反応できないまたは利用できないようにする。つまり、二酸化塩素に
よる前処理は、その後の塩素による処理で、THM の生成を抑制する効果がある。 
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テストでは、オハイオ川の原水を 2〜3mg/L の二酸化塩素で処理し、48 時間保存
した。その後、サンプルを 8mg/L の塩素で処理した。二酸化塩素で前処理したサ
ンプルは、未処理の試料と比較して THM の生成が 50%減少した。 

 
 
 

これらの知見は、THM の生成を最小限に抑えるためにデザインされた水処理技術
のベースとして用いることが出来る。多くの場合、二酸化塩素による THM のコ
ントロールは、プレクロリネーションにとって代わるものである。原水供給におけ
る二酸化塩素の添加は、一次消毒および/または酸化作用となりうるでだろう。よ
って、遊離塩素または結合塩素若しくは二酸化塩素は、ろ過後の配水系に残留消毒
剤を供給する目的で添加される。 
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② Benefits and Risks of the Use of Chlorine-containing Disinfectants in Food 
Production and Food Processing Report of a Joint FAO/WHO Expert Meeting, 
Ann Arbor, MI, USA, 27-30 May 2008, WHO(1)-11) 

 
消毒剤として報告されている塩素水と比較した二酸化塩素の利点は、バクテリアを殺す
能力において次亜塩素酸塩の 7 倍でありながら、二酸化塩素の殺菌活性がアルカリ性条
件や高濃度の有機物の存在に影響されず、処理水中に THM がほとんど生成されない。 

 
 

 
 
③ Journal of Food Science-1999-kim-Chlorine Dioxide Treatment of Seafoods to 

Reduce Bacterial Loads(1)-12) 
ClO2 処理では、処理水中に THM はほとんど生成されない。したがって、塩素水の代替
となりうる。 

 

 
 

 
すなわち、微酸性次亜塩素酸水、弱酸性次亜塩素酸水、強酸性次亜塩素酸水、次亜塩素酸

ナトリウムによるトリハロメタンの生成に関する試験結果および二酸化塩素のトリハロメ
タンに関する知見から、亜塩素酸水の原液を用いて対象食品群を浸漬処理したとしても、ト
リハロメタンの生成の可能性は、GC-MS による分析を実施しなくても、極めて低いと考え
られます。 
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３.まとめ 
以上のことから、キャベツときのこ類を対象食品として、亜塩素酸水の原液で殺菌処した

場合、酸素ラジカルの生成に伴って生じると考えられる還元型アスコルビン酸の有意なレ
ベル低下は認められず、ラジカルが有害な濃度で発生してくる可能性は低いと推測される
こと。また、トリハロメタンの生成については、各種の塩素系殺菌料を用いて食品の殺菌処
理を行った際の、食品中のトリハロメタンの残留量ついての報告や二酸化塩素のトリハロ
メタン生成に関する知見により、亜塩素酸水を使用した殺菌処理において、トリハロメタン
の生成の可能性は低いと推測できることから、亜塩素酸水の使用基準のうち、使用量の上限
に係る規定を削除しても食品健康影響評価に問題はないものと考えられます。 
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引用文献 45 及び 51 の「食品中の亜塩素酸イオンの残留性確認試験」に用いた分析法に

関しましては、エコラボ社が食品中における亜塩素酸イオンの残留性試験に用いた EPA の
公定法である Method 300.1(2)-1)に準じたイオンクロマトグラフィーによる分析法を用いて
おり、この分析法については、『平成 27 年 9 月 9 日 添加物専門調査会 第 147 回会合 資料
１ 食品添加物「亜塩素酸ナトリウム」の使用基準改正に関する要請資料』（エコラボ社）(2)-

2)の「表 9.1-2：残留性試験のバリデーション結果」にイオンクロマトグラフィーの方法及び
装置のバリデーションの結果が示され、分析法の真度については、判断基準として採用した
70〜120％の範囲に試験したすべての濃度で適合すること、および、精度については
6.3.2.3.3 定量 ［注］6）に EPA が定めた「試料液の濃度が 1μg/mL の場合は RSD(相対
標準偏差)として 11％以下、試料液の濃度が 0.1μg/mL の場合は RSD として 15％以下」
の基準を満たしていると記載されています。 

そこで、エコラボ社が行った分析法が十分にバリデートされた試験方法であり、エコラボ
社の試験方法に準じて残留性試験を実施することで、EPA が定める基準にも適合するもの
と考え、弊社研究室において分析法の妥当性を確認することなく、引用文献 45 及び 51 を
実施しました。しかしながら、今回、たとえ同じ分析法を採用したとしても、分析法の妥当
性は、各試験所において確認しておく必要があるというご指導を賜り、この度、改めて、亜
塩素酸イオンに関する添加回収試験を弊社の研究室で実施し、その結果を「対象食品群中の
亜塩素酸イオン(ClO2-)の添加回収試験」(2)-3)にまとめました。 

尚、この添加回収試験を実施するにあたり、亜塩素酸水に含まれている対象添加物である
亜塩素酸イオンに関しましては、『食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン』
(2)-4)の『表１−１本ガイドラインの対象となる試験項目（添加物）、対象食品及び妥当性確
認時の試験物質の添加濃度』『３．基準値が規定されていない場合や、使用基準が「除去し
なければならない」、「中和し、又は除去しなければならない」、「分解し、又は除去しなけれ
ばならない」と定められている場合』に該当し、分析法の性能評価は、試験物質の添加濃度
である定量限界値における真度及び精度が、ガイドラインの表２「表 1−1 及び表１−２に
該当する試験項目(添加物)の定量分析における食品へ添加する試験物質濃度での真度及び
精度の目標値」に示された目標値を満たしているかどうかを確認し、目標値を満たしている
場合、分析法は妥当であると判断しました。 
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従いまして、亜塩素酸水に含まれております対象添加物である亜塩素酸イオンは、食品

中に含まれる亜塩素酸イオンの定量分析法においても本ガイドラインに準じた妥当性の確
認が必要になると考えており、又、分析方法の妥当性を示すために、定量限界値を試験物
質の添加濃度とした場合、レベル１での真度（回収率）40〜120％、併行精度及び室内精
度(RSD％)<22％の目標値の範囲内に入っていることを確認する必要があると理解してお
ります。 
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『対象食品群中の亜塩素酸イオン(ClO2-)の添加回収試験』(2)-3)は、対象食品群の各食品
に亜塩素酸イオンの添加終濃度が、0.3μg/g、0.6μg/g 及び 1.0μg/g になるように、それ
ぞれ 1.5μg/mL、3.0μg/mL 及び 5.0μg/mL の濃度の亜塩素酸イオン標準液を 10mL 添
加し、食品中の亜塩素酸イオン濃度を EPA の公定法である Method 300.1(2)-1)によるイオ
ンクロマトグラフィーの方法に準じて測定し、推定される定量限界値の 0.3μg/g における
各食品からの添加回収率と精度(RSD)を算出しました。 

その結果、A-1.野菜類：キャベツ( )、A-2.野菜類：きのこ(
)、B.果実類：ブドウ( C.魚介類：真ア

ジ( 、D.肉類：鶏肉( 、E.藻類(
)、 F.豆類：大豆( 、G.米類：精白米(

)という結果が得られ、いずれの対象食品群もレベル４での真度
（回収率）70〜120％、併行精度(RSD)<10％の目標値を満たしており、対象食品群すべて
の定量限界値 0.3μg/g の妥当性が確認されたことから、弊社の研究室で用いた EPA 公定
法である Method 300.1 に準じた分析法は妥当であると考えられ、同分析法を用いた引用
文献 45 及び 51(2)-5)〜11)、並びに、追加で実施した『対象食品群中（きのこ、豆、精白米）
の残留性確認試験 追試験』(2)-12)で得られたデータは、信頼性が確保された分析結果であ
ると考えております。 

 
従って、対象食品群を亜塩素酸水の原液で殺菌処理した後、適切に水洗処理行い、その洗

浄液の残留塩素濃度が 1ppm 以下になるまで流水で洗浄すれば、引用文献 45〜51(2)-5)〜11)、
並びに、追加で実施した『対象食品群中（きのこ、豆、精白米）の残留性確認試験 追試験』
(2)-12)で確認されているように、亜塩素酸イオンを定量限界以下(<0.3μg/g)にまで除去する
ことは可能であり、対象食品群の定量限界値を基に算出された TMDI 値は、亜塩素酸イオ
ンの ADI 値である 0.029 ㎎/kg 体重/日を下回る ㎎/kg 体重/日となり、亜塩素酸水
の有効濃度(使用量)の上限が撤廃されたとしても、亜塩素酸イオンの食品中への残留に関す
る懸念はないと考えます。 
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<引用文献(2)> 
(2)-1) EPA Method 300.1 

  
(2)-2) 平成 27 年 9 月 9 日 添加物専門調査会 第 147 回会合 資料１ 食品添加物「亜塩素酸

ナトリウム」の使用基準改正に関する要請資料』（エコラボ社） 
  

(2)-3) 対象食品群中の亜塩素酸イオンの添加回収試験 
  

(2)-4) 健生食基発 0308 第１号、健生食監発 0308 第 1 号別添１ 食品中の食品添加物分析法
の妥当性確認ガイドライン 

  
(2)-5) 引用文献 45 対象食品群の残留性確認試験（野菜類） 

  
(2)-6) 引用文献 46 対象食品群の残留性確認試験（穀類（米・加工品）） 

  
(2)-7) 引用文献 47 対象食品群の残留性確認試験（肉類） 

  
(2)-8) 引用文献 48 対象食品群の残留性確認試験（豆類） 

  
(2)-9) 引用文献 49 対象食品群の残留性確認試験（魚介類） 

  
(2)-10) 引用文献 50 対象食品群の残留性確認試験（藻類） 

  
(2)-11) 引用文献 51 対象食品群の残留性確認試験（果実類） 

  
(2)-12) 対象食品群中（きのこ、豆、精白米）の残留性確認試験 追試験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 
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【府⾷ 111】亜塩素酸⽔の⾷品健康影響評価に必要な補⾜資料の質問６に関する回答書 
 
 
亜塩素酸⽔の⾷品健康影響評価に必要な補⾜資料の質問６に関し、以下の通り回答申し

上げます。 
記 

●質問６ 
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１）Comprehensive Disinfectants and Disinfection Byproducts Rules (Stage 1 and Stage 2): 
Quick Reference Guide 
原⽂献：Stage 1 Disinfectants and Disinfection Byproducts Rule: A Quick Reference Guide 
(epa.gov) 
 

EPA は、がんや⽣殖への影響を引き起こすことが⽰されている消毒副⽣成物（DBP）へ
のヒトへの暴露を減らし、公衆衛⽣保護を向上させる⽬的で、包括的消毒剤および消毒副⽣
成物規則をまとめている。 

この中で、副⽣成物のコンタミにおける飲料⽔に許容される汚染物質の最⾼レベル
(MCL)は、TTHＭs (Total Trihalomethanes)で 0.080 ㎎/Ｌ、臭素酸イオン(オゾンを使うプ
ラント)で 0.010 ㎎/Ｌ，亜塩素酸イオン(⼆酸化塩素を使うプラント)で 1.0 ㎎/Ｌと設定さ
れており、⼜、殺菌剤の最⼤残留レベル(MRDL)は、⼆酸化塩素で 0.8 ㎎/Ｌであると定め
られている。 
 
２）Kim J M et al. (1999). Chlorine dioxide treatment of seafoods to reduce bacterial 

loads. Journal of Food Science, 64:1089–1093. 

原⽂献 : Chlorine Dioxide Treatment of Seafoods to Reduce Bacterial Loads. JOURNAL OF 
FOOD SCIENCE Volume 64, No. 6, 1999 質問 6-1) 

 
引⽤⽂献の Kim et al.,1999 には、“ClO2 処理は、処理⽔中に THM をほとんど⽣成しな

い”という記載がある。 
 
3) Scientific Opinion Risk for public health related to the presence of chlorate in food. 
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) EFSA Journal 2015;13(6);4135 
原⽂献：Risks for public health related to the presence of chlorate in food (wiley.com) 
 

欧州委員会からの要請を受け、⾷品中の塩素酸塩の存在に関連するヒトの健康へのリス
クが、EFSA の⾷品連鎖における汚染物質に関するパネル（CONTAM パネル）によって評
価された。⾷品中の塩素酸塩の存在は、⾷品加⼯⽤の塩素処理⽔の使⽤や⾷品加⼯機器の消
毒から⽣じる可能性がある。ヒトにおけるヨウ素取り込み阻害は、塩素酸塩への慢性暴露の
重⼤な影響として特定された。耐容 1 ⽇摂取量（TDI）は、過塩素酸塩の TDI0.3μg/kg 体
重（b.w.）からリード・アクロスにより 3μg 塩素酸塩/kg 体重（b.w.）に設定された。メト
ヘモグロビンの形成は、塩素酸塩の重⼤な急性影響として特定された。対照臨床試験におけ
る塩素酸塩の無観察効果レベルから、急性参照⽤量（ARfD）36μg chlorate/kg b.w.が導き
出された。⻘年期および成⼈期の慢性暴露は TDI を超えなかった。 
しかし、95th パーセンタイルでは、「乳児」と「幼児」ではすべての調査で、「その他の⼦

ども」ではいくつかの調査で TDI を超えた。慢性暴露は、特に軽度または中程度のヨウ素
⽋乏症を持つ低年齢層で懸念される。急性暴露の平均値および 95th パーセンタイル値は、
すべての年齢層で ARfD を下回っており、懸念はない。⾷品産業における現在の慣⾏に基
づくと、すべての⾷品と飲料⽔に対して 0.7 mg/kg の仮想的な最⼤残留基準値（MRL）を
適⽤しても、急性／慢性暴露と関連するリスクを最⼩限に抑えることができるだけである。
1 ⽇に摂取されるすべての⾷品と飲料⽔の塩素酸塩濃度を 0.7 mg/kg と仮定すると、急性暴
露は最⼤約 5 倍に増加し、「乳児」と「幼児」では平均推定値で、「その他の⼩児」と「成⼈」
でも 95th パーセンタイルで ARfD を超えることになる。 
4) Chlorine Dioxide, Chlorite and Chlorate in Drinking-water; Background document for 
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development of WHO guidelines or Drinking-water Quality(WHO/FWC/WSH/16.49) 
原⽂献：chlorine-dioxide-chlorite-chlorate-background-document.pdf (who.int) 
 

WHO は、塩素酸イオンについて、「塩素酸イオンは、次亜塩素酸ナトリウムまたは⼆酸
化塩素の使⽤によって発⽣する。⼆酸化塩素消毒では、塩素酸塩と亜塩素酸塩の濃度は、プ
ロセス条件（⼆酸化塩素発⽣装置と浄⽔場の両⽅）と⼆酸化塩素の適⽤量に依存する。⼀旦
⽣成された塩素酸塩の濃度を下げる低コストのオプションはないため、塩素酸塩濃度の制
御は、塩素酸塩の添加（次亜塩素酸ナトリウムから）または⽣成（⼆酸化塩素から）の防⽌
に頼らざるを得ない。」と述べている。 

⼜、WHO は、⼆酸化塩素について、「消費者の⽔道⼝に残った⼆酸化塩素は、摂取する
と亜塩素酸塩と塩化物に還元される。そのため、⼆酸化塩素のガイドライン値は設定され
ていない。亜塩素酸塩と塩素酸塩の暫定的なガイドライン値は、⼆酸化塩素による潜在的
な毒性に対して⼗分な保護効果を発揮する」と述べている 

そこで、亜塩素酸塩については、「ラットを⽤いた 2 世代⽣殖毒性試験における F0 雌お
よび F1 雌雄の肝重量減少に関する 1 ⽇あたり 3 mg/kg bw の NOAEL と、種間および種
内変動性を考慮した 100 の安全係数に基づいて、0-0.03 mg/kgbw の ADI を設定した。」
としており、この ADI は、この摂取量では有害な影響がないことを⽰したヒトボランティ
アでの研究結果からも⽀持されていることを述べている。 

⼜、亜塩素酸塩の ADI については、その上限値 30μg/kg bw、典型的なヒトの体重
60kg、飲料⽔が総曝露量の 80%を占めるという仮定し、および 1 ⽇ 2L の⽔の典型的な消
費量を⽤いると、暫定ガイドライン値は 0.7 mg/L（四捨五⼊）と計算された。⼆酸化塩素
を消毒剤として使⽤した場合、亜塩素酸塩の指針値を超える可能性があり、指針値を満た
すことが困難であることが、適切な消毒を損なう理由となってはならないため、この指針
値を暫定値としている。 

尚、塩素酸については、雄ラットの甲状腺に対する⾮腫瘍性影響に関する発がん性試験
（NTP, 2005）の BMDL10 である 1.1 mg/kg/⽇、種内変動性を許容するための安全係数
10、データベースの⽋陥を許容するための追加係数 10 に基づいて、塩素酸塩の ADI を 0
〜0.01 mg/kg/⽇に設定した。JECFA は、（例えば 3 倍の不確実性係数ではなく）10 倍の
不確実性係数を選択した根拠を追加で明⽰していないが、四捨五⼊していない ADI の上限
値 11μg/kg bw、典型的なヒトの体重 60 kg、飲料⽔が総曝露量の 80％（飲料⽔を主な曝
露源とする既定の上限値）を占めるという仮定、および 1 ⽇あたり 2 L の⽔の典型的な消
費量を⽤いると、0.3 mg/L（四捨五⼊した数値）という健康に基づく値を算出することが
できるとしている。 

その上で、次亜塩素酸ナトリウムの使⽤に起因する塩素酸塩濃度は、より⾼濃度であるこ
とが指摘されているが（Stanford et al.）、消毒剤としての次亜塩素酸塩の使⽤から⽣じる塩
素酸塩濃度は、⼯程条件に⼤きく依存し、塩素酸塩濃度の管理は、その⽣成の防⽌に依存し
なければならない。貯留条件の管理は、⼩規模で資源に乏しい⽔道では最も困難であると考
えられており、このような状況下では、健康に基づく値を超える可能性も⼤きくなることか
ら、WHO は、従来の暫定指針値 0.7mg/L を維持するという結論に達した。尚、次亜塩素
酸塩や⼆酸化塩素を消毒剤として使⽤すると、塩素酸塩の指針値を超える可能性があり、指
針値を満たすことが困難であるが、⼗分な消毒を損なう理由となってはならないため、指針
値は暫定値としている。 
 
 
5) DIRECTIVE(EC)2020/2184 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
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COUNCIL of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption 
原⽂献：http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj 
 

本⽂献の notes において、「Chlorate は、塩素酸塩、特に⼆酸化塩素を⽣成する消毒⽅法
が⼈間の消費を⽬的とした⽔の消毒に使⽤される場合、パラメータ値 0.70 ㎎/L が適⽤さ
れるが、最新の科学的⾒解と予防原則を考慮して定められるべきであり、可能であれば、消
毒を犠牲にすることなく、より低い値を⽬指すものとして、「⼈間の消費を⽬的とした⽔の
品質を評価するために使⽤されるパラメータ値の最⼩要件」の Parametric value を、0.25 ㎎
/L に定めた。」という記述はあるが、上記の理由により、⼆酸化塩素が⽔の消毒に使⽤され
る場合においてのみ、WHO のパラメータ値 0.70 mg/l が特例として適⽤されている。 
 

以上 
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<引⽤⽂献> 
質問 6-1) Chlorine Dioxide Treatment of Seafoods to Reduce Bacterial Loads. 

JOURNAL OF FOOD SCIENCE Volume 64, No. 6, 1999 
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